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午前10時00分 開議 

○議長（加賀 博君） 

 皆さん、おはようございます。 

 本日は御苦労さまでございます。 

 御案内の定刻になりました。 

 ただいまの出席議員は定足数に達しておりますので、ただいまから継続会を開会いたします。 

 御報告を申し上げます。本日、報道機関より、取材のための撮影を許可されたい旨の申し出

がありましたので、愛西市議会傍聴規則第９条の規定により、これを許可することにしました

ので御了承をお願いいたします。以上、報告を終わります。 

 本日の議事日程はお手元に配付のとおりでございます。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

◎日程第１・一般質問 

○議長（加賀 博君） 

 日程第１・一般質問を行います。 

 一般質問は、通告順位に従いまして、順次許可することにいたします。 

 最初に、通告順位１番の19番・大宮吉満議員の質問を許可いたします。 

○１９番（大宮吉満君） 

 皆さん、おはようございます。 

 議長のお許しをいただきましたので、通告に従い一般質問をさせていただきます。 

 本日は、大項目といたしまして、２期目の市政の総括について、小項目といたしましては、

１番目に４年間の市政運営の感想について、２期目の４年間の市政運営はどうであったか、感

想を聞きたいと思います。小項目２番目といたしましては、企業誘致の将来構想について、自

主財源の確保のために企業誘致についてどのように進めていくか、将来構想はあるのかをお尋

ねいたします。小項目３番目といたしましては、来期の市長選の出馬についてをお尋ねしたい

と思います。どうかよろしくお願いいたします。 

 市長におかれましては、平成17年に愛西市が誕生して以来、初代市長としてきょうまで市政

のかじ取りをされてきました。そして、本年が２期目の総仕上げである最終年度であります。

市長は、この４年間、懸案でありました総合斎苑、学校給食センターの完成を初め、小・中学

校の耐震補強工事の完了、子供医療費を通院で小学校６年生までの拡充など、２期目のマニフ

ェストに掲げられた施策を着実に実行されてこられました。 

 また、防災関係では、小・中学校や保育園のガラス飛散防止フィルムや９月補正予算に計上

されました同報無線の設置、さらに今議会に提案されていますコミュニティＦＭ放送局の設置

に向けた補助金など、東日本大震災を教訓に災害対策に積極的に取り組まれておられます。そ

の他にも、小・中学校の各教室の扇風機の設置、保育園の全室へのエアコン設置、西保地区に

地域防災コミュニティセンターの建設など、市民の安心・安全施策を初め、子供たちに喜んで

いただける多くの事業を展開されました。 
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 しかし、統合庁舎の関係では、当初のスケジュールよりもおくれることが懸念されます。こ

の統合庁舎の問題では、我々議会側と市側が真摯に協議を進め、できる限り早く着工できるよ

うにすべきであると私は思います。 

 そこで、市長にお尋ねします。 

 ２期目の最終年度も半分以上過ぎ、これまでの４年間の市政運営について、どのような感想

をお持ちかお聞かせください。 

 次に、企業誘致についてお尋ねします。 

 さきの９月議会において、各会計の平成23年度決算が認定されました。さきに述べました各

事業を遂行していく中で、11月広報に掲載されました市の財政状況によりますと、市債残高が

23年度末で、特別会計を含め約304億8,000万となっております。この残高が多過ぎるとの声が

ありますが、本当にそうでしょうか。この残高のうち約92億4,000万円、率で30.3％が国の施

策である臨時財政対策分であります。同じく市債残高のうち、約74億7,000万円、率で24.5％

が各事業に充当された合併特例債であります。したがって、約304億8,000万円のうち、半額以

上の約167億1,000万円が、合併特例債は７割、臨時財政対策債は10割が交付税措置される市債

であります。対して基金残高は、特別会計を含めて約129億6,000万円であります。この状況に

対する意見はそれぞれあると思いますが、私はかねてより市長が言われております、将来にわ

たり持続可能な財政運営の結果であり、市債残高だけに財政状況を判断すべきでないと思いま

す。 

 しかし、このことも９月議会で取り上げられましたが、今後10年間の財政状況は非常に厳し

いものであることは間違いありません。特に、答弁がありました28年度より、地方交付税が一

本算定になることにより、５年間で16億円が削減されることは大きな問題であります。この影

響を少しでも小さくするには、地方交付税に頼らないといけないような、自主財源の確保が必

要であります。自主財源の確保の一つとして、何度も議会で取り上げられている企業誘致は、

愛西市にとって大変重要な施策であると思います。市長は、この企業誘致について、どのよう

に進めていかれるのでしょうか。きょう、あすとはいかないと思いますが、以前配付されまし

た統合庁舎完成後の市の組織体制にも、市長直轄の企業誘致対策室が明記されておりますが、

将来に向けた何か具体的な構想をお持ちであればお聞かせください。 

 また、今、国では衆議院選挙が終盤を迎えておりますが、今後、どの党が政権を担うにして

も、今以上に地方への権限移譲が進むと思われます。私ども地方にとっては、この地方分権に

的確に対応するために、すぐれた指導者が必要と思います。愛西市も、来年の４月28日に市長

選挙があります。現時点でお答えできる範囲で結構ですので、市長御自身の出馬に向けたお考

えがあればお願いいたしたいと思います。 

 私としては、今後の愛西市の厳しい財政運営に強いリーダーシップが必要であります。市長

の言葉であります信頼と連携を持って、市民の皆さん、議会、市当局が総力を挙げて乗り切っ

ていただけると強く期待をしているものであります。決意のほどをよろしくお願いいたします。 

 以上で、壇上からの質問を終わらせていただきます。 
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○市長（八木忠男君） 

 おはようございます。 

 大宮議員の質問にお答えをいたします。 

 ちょうど４年前も加賀議長のもと、大宮議員には同内容の質問をいただきました。今般も、

またいろいろ御心配をしていただきまして大変恐縮に思っているところであります。 

 まず最初に、２期目の感想はということでありますけれども、少し１期目も含んでのお話も

させていただきたいと思っております。 

 最初１期目のスタートは、佐藤勇議員さんの「戦い済んだら何もなし、みんな一つになって

やっていこうな」と、その強い励ましの言葉でスタートが切れました。まさに、今日もその言

葉どおりであります。そして、その気持ちを忘れることなく、いろんな事務事業はバランスよ

く進めてきたつもりでありますが、まだ通過点ということもたくさんあります。しかしながら、

自分の政治信念であります信頼と共生と協働という言葉を絶えず心にとめながら、いろんな施

策を進めてまいりました。 

 １期目では、愛西市が一つになるべく、いろんな内容がありました。総代の一本化、あるい

は消防の再編、あるいは固定資産の未評価の関係などなど、市民の皆さんにいろんな御注文を

申し上げ、そして御理解をいただきつつ、進めてまいりました。 

 ２期目の施策につきましては、先ほど大宮議員がるる質問の中でお話をしていただきました

総合斎苑の件しかりであります。総合斎苑は、現在稼働をして１年と少しでありますけれども、

去年の９月からことしの８月まで、火葬の件数586件ということです。そして、セレモニーの

利用者は102件ということのようでありました。と同時に、駐車場も広い広い、もったいない、

いろんな御指摘もいただきましたけれども、この１年を見てみますると決してそうではなくて、

利用者の方に、まずまずいっぱいになっても、近くの道路へ少しとめるぐらいで済ませておっ

ていただく、そんな状況であります。 

 そして、この10月から、津島市の斎場の修繕ということで利用の申し込みがありました。ま

さに、いいタイミングで建設ができていたかなと、そんなことを思うわけであります。津島市

さんのほうには大変高い利用料で利用をしていただくわけでありますけれども、私どもお世話

になった、これも一つの恩返しではなかろうか、１年と少しの間、そんな利用をしていただく

こととしております。 

 そして、給食センターの件もお話しいただきました。まさに、食の安全、児童・生徒の皆さ

んへ食の大切さを伝えるべく、旧佐屋の給食センターの改築という、合併協議会の申し送りの

中で進めてきているところであります。 

 そして、今進めております勝幡駅前開発、これもそうであります。勝幡駅周辺開発の経過を

少し皆さん方にきちっと伝えていきたいと思っております。 

 旧佐織時代、昭和53年、勝幡駅前広場を含む都計の勝幡停車場線を都計道路ということで認

定しました。そして、それから三十有余年、勝幡の開発については幾度となく協議を重ねて、

平成９年３月、住民アンケート、平成10年３月、勝幡地区宅地開発事業化推進調査、基本構想
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の策定、実現化の方策の検討を整理したところでございました。そして、平成13年３月、第３

次総合計画に重点プロジェクトとして、藤浪駅と勝幡駅周辺を位置づけたところであります。

平成15年３月、住民16名の参加によるワークショップを主体とした駅前広場基本構想３案を作

成していただきました。そして、この案をもとに平成16年１月、基本計画を策定して、平成16

年８月には、合併協議会における新市建設計画の中へ主要施策として取り込んでいただいたと

いうことであります。そして、平成16年10月、住民の地元説明会、そして平成17年、まちづく

り交付金制度の導入を目指し、都市再生整備計画書を取りまとめ、新市になり、平成19年２月、

勝幡駅広場の南側の都市計画なども決定して、今日にあるということであります。 

 こうした内容をもって、ここに大島議員、鷲野議員お見えであります。合併協議会の内容を

よく御存じであります。そして、新市ですべき内容もよく御存じであります。ですから、そう

した点も、皆さん方十二分に御理解をいただいて、この事業を進めてきているということであ

りますので、またいろんな御指摘はあろうかと思いますけれども、この点についても、きちっ

と皆さん方にお伝えをしておきたいと思っております。 

 その他の政策など、これもたくさん挙げていただきました。 

 ヒブワクチンを初めワクチン助成なども、管内では他の市町よりも多くの助成をしていると

ころでありまして、今までいろんな市民の皆さんに御無理を言ってきました保育料の値上げ、

そして水道料の値上げ、そして国保税の値上げ、そうしたつらい御負担をお願いすることも、

市民の皆さんの御理解をいただき、議会の皆さんの理解もいただきつつ、進めさせていただい

たところであります。 

 １つ、こんなことが東洋経済新報社データブックの中に、７月18日発行分で、愛西市の保育

料は東海三県で一番安い保育料と出ておりました。そして、子育て・保育をするよいまちラン

キング、これもいろんな角度から見ておりますので一概にどうこうは言えませんけれども、全

国810の市と区の中で、97番に位置されました。ですから、そうしたいろんな内容も、議員の

皆さん方にも知っていただいて、愛西市の直すところ、否とするところは当然また御指摘をい

ただきつつ、是とするところを、いいところも結構あるということも御認識をいただきたく思

います。 

 観光協会やらマスコットキャラクターの指定などなどで、愛西市のＰＲもたくさんしていた

だけるようになりました。 

 そして、ケーブルの配線も全市内、クローバーに全地域配線整備もしていただき、情報も伝

えられるようになり、これも指摘をいただきました同報無線やら、あるいはＦＭの案件も今御

提案をしているところであります。 

 統合庁舎の件につきましては、大変皆様方に御迷惑をかけております。市民の皆さんにも御

心配をかけたわけでありますけれども、私どもの提案内容の不足といいますか、きちっと項目

に分けて、もっと細かく説明すべき内容であったかなと、そんなことも反省をしておりますし、

そして皆さん方から御提案いただいた削減の内容につきましても、１億9,000万円ほどの削減

内容をもって進めさせていただくべく、皆さん方にまたお願いをしているところであります。
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そんなことも踏まえまして、御理解もいただきたく思います。 

 次に、企業誘致の点であります。 

 この内容につきましても、今までの財政の市債が多いという御指摘もたくさんいただいてお

りますが、大宮議員の質問の中で臨時財政対策債、あるいは合併特例債の内容をきちっと説明

していただきました。そういう内容を含んだこの市債の現状でありますので、私ども単独でこ

れから返さなくてはいけない140億円ほどになると思うんです。臨時財政対策債、あるいは合

併特例債の交付金の中への算入がされる、そんな内容も皆さん方、この点につきましてもきち

っと見ていただいて、今後の基金の内容、そして市債の内容もあわせて御理解をいただきたい

と思いますし、今、西尾張９市、そして瀬戸、北名古屋、清須、小牧を入れた13市の中での市

債と借金と基金のバランスの差し引きの１人当たりの状況は、決して下位ではありません。上

位から３番目に位置する、そんな内容となっていることも現状でありますので、そうした内容

もあわせて御理解をいただきたいと思っております。 

 企業誘致につきましては、かねてからたくさん心配をしてきていただきました。今、私ども

が可能性としてあるのは、弥富インターの周辺、そしてあま愛西線の県道の南側、日光川を挟

んだ東と西という位置に産業ゾーンということで、これも区域を設定しているわけでありまし

て、この産業区域にインター周辺では道路を２本整備しております。そして、あま愛西線の南

側につきましても、以前も企業誘致の企業進出の話がありました。しかし、残念ながら成就い

たしませんでした。景気の回復の状況が悪いということであったわけであります。これも答弁

をしてきております愛知県の職員市町村サポーター制度を活用して県とのパイプも深め、そし

て企業誘致に一歩も二歩も前へ進むべく、職員の県への派遣なども、新年度、考えてまいりた

いということも思っておりますし、その職員の派遣と同時に、この本庁の組織の中でも、企業

誘致に関する専門的な部署も配置をしてまいりたいということを考えているところであります。

企業誘致につきましても、今までいろんな県との相談もしつつ、進めてきているわけでありま

す。議員の皆さんから、こんな話もあるぞということも聞きつつも、なかなか難しい制約のあ

る中で、流通のみの状況になっているところであるわけでありますけれども、それをひとつ乗

り越えた新しい開拓もしてまいりたいというように思っているところであります。 

 そして最後に、市長の来期への考え方はということでありますけれども、４年前の大宮議員

さんには、健康にも恵まれてという答弁と同時に、引き続いてということをお伝えしたわけで

ありますけれども、今回の現状はそうではありません。もう、昨年の11月でした。心臓の右冠

動脈ステント治療をしたことも皆さん方に御報告してありますし、先般の腰の治療、椎間板ヘ

ルニアということでありましたけれども、この点につきましても、議員の皆さん方に大変御心

配やら、あるいは市政の運営にも御迷惑をおかけしたことを、おわびと同時にお礼を申し上げ

たと思いますけれども、私、かねてから思いの中で、こうした立場をいただくと同時に、市政

を務められなくなった、あるいは市政に支障を来すような状況があったならば、身を引かなく

てはいけない、これは私の信念でありました。 

 いろんな首長さんの考え方、いろんな方々の今までの出馬するかしないか、新聞報道でもあ
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りましたし、過去何年かもいろんな状況を見てまいりました。市長職は激務だなんて言われる

こともありましたけれども、決してそんなふうには思っていません。務めとして与えられた仕

事はきちっと務め上げるということでありまして、特別職は、一般の職員と違いまして勤務時

間の制約、あるいは職務についての専念義務などは強制はされておりません。基本的にはそう

いうことでありますけれども、市民の負託を受けて、選挙を通じて立場をいただいた以上は、

責任を持って務め上げるということが一番であります。そうした思いの中で、次回の選挙には

出馬をしないという決意を持っているところであります。こうした立場をいただいて、身勝手

な決意かもしれません。お叱りも受けるかもしれません。 

 しかしながら、現在の心境はそうしたことでありますので決意とさせていただいて、答弁と

させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。 

○１９番（大宮吉満君） 

 非常に決意のかたそうなお答えをいただきました。 

 私としては、もう１期続けてやっていただきたいと思ったわけでありますが、痛みというの

は本人しかわからないものであると思います。そういう中で後継指名とか、そこらのお考えが

あればお知らせ願いたいと思いますが。 

○市長（八木忠男君） 

 現段階、全くございません。白紙の状況であります。 

○１９番（大宮吉満君） 

 もし健康がすぐれれば、今、そういう発言がありましたが、心変わりするという部分はない

ですよね。 

 また、後継指名がお見えになりましたら、また何かの機会でお知らせ願いたいと思います。

よろしくお願いいたします。 

 私の質問はこれで終わります。ありがとうございました。 

○議長（加賀 博君） 

 これで19番議員の質問を終わります。 

 次に、通告順位２番の15番・日永貴章議員の質問を許可いたします。 

○１５番（日永貴章君） 

 通告に従って質問をさせていただきます。 

 ただいま、来年の市長選挙について八木市長から発言があり、私自身、心中思うことがあり

ますけれども、平常心で通告に従って質問をさせていただきたいと思います。 

 今回の質問は、小・中学校の現状の問題と今後の課題についてお伺いいたします。 

 以前にも、一般質問中に若干触れさせていただいた質問でございます。 

 ことしは、学校でのいじめについて大きくクローズアップされました。いじめは、子供の心

に大きな傷を残し、家族、地域の方々にも大きな影響を与える大変大きな問題でございます。

いじめをなくすために、学校、地域ではさまざまな取り組みを行っております。少しでもいじ

めのない、明るく楽しい学校づくりに皆で協力しながら努めていただきたい、努めていきたい
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と思っております。 

 さて、学校教育は、詰め込み教育に問題があるとゆとり教育に変更され、またゆとり教育が

問題があると方針の転換が図られております。子供を持つ親の一人といたしましては、教育こ

そ、大人になる基本であると思っています。その基本が揺らいでは、子供に対し、将来が大変

心配になってまいります。家族、地域の方々、そして先生に支えられ、日々、子供は成長して

まいります。昔とは、よい面においても、悪い面においても、環境は大きく変わり、少子化が

進み、子供たちの学ぶ環境なども変化してまいります。私たち親が学び育った環境と同じ学校

で子供の数が半数になり、最低１学年１クラスで過ごす、長ければ９年間同じクラスメイトと

学んでいる状況もございます。 

 学校施設の老朽化も問題になっています。今、さまざまな問題を提起しても、すぐに実現す

ること、変更することは不可能であると思います。５年、10年、20年先を考え、計画を立てて

いかなければなりません。教育上子供たちのことを第一に考え、ぜひ将来に向けた検討を始め

ていただきたいと思います。 

 そこで、市内の小・中学校の現状の問題と今後の課題をお伺いいたします。よろしくお願い

いたします。 

○教育部長（水谷 勇君） 

 市内の小・中学校の現状の課題についてお尋ねをいただきました。 

 各学校における個別の課題、問題等もいろいろありますが、共通する課題としてお答えをさ

せていただきます。 

 児童・生徒に対する現状の課題といたしましては、発達障害の児童・生徒がふえております。

障害を持つ児童・生徒の症状、様態、状況が多様化しているため、生活・学習等の支援方法や、

スクールサポート特別支援員などの増員などにおきまして、支援体制の充実を図ることが重要

だと考えております。 

 また、外国人生徒の増加による語学のサポートや、児童・生徒をサポートしていくためのア

ドバイスのための人材が必要であります。また、登下校時における交通事故防止、不審者に対

する防犯対策のための安全意識、自己防衛、地域の見守り等の安全対策を充実することも課題

となっております。 

 児童・生徒の指導関係の現状におきましては、質問の中にもありましたが、いじめ問題や情

報モラル教育、不登校児童・生徒の対応や、学校内暴力事件、児童・生徒の非行問題、生徒の

生活指導の対応が重要となっております。また、災害における対応としての命を守るという防

災意識のための防災教育と有事の際の避難方法、避難経路の確認、避難訓練などのあり方、地

域と連携した訓練も今後は必要と考えております。 

 ハード面の関係でございますが、児童・生徒の登下校の安全、通学路の安全確保や交通事故

防止対策での施設の整備の推進、また防災面においても、一時避難所であります中学校の体育

館のガラス飛散防止対策が完了しましたので、今後は小・中学校の校舎の教室、小学校体育館

のガラス飛散防止対策を順次検討をしていくという状況がございます。本年も、佐屋小学校で
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トイレの一部改修を行っておりますが、各小・中学校におきましても、予算の範囲内でのトイ

レ改修の対応を検討していきたいということでございます。また、公共下水道の整備工事の関

係で、接続工事も現状の進捗状況におきまして、順次進めていくという状況でございます。 

 こういった状況から、今後も、その都度、時期とタイミングを図り、効率的に校舎に関する

改修を進めていきまして、長寿命化を図っていきたいというふうに思っております。以上です。 

○１５番（日永貴章君） 

 答弁ありがとうございました。 

 先ほど、答弁の中では、児童・生徒に対する課題や指導関係の課題など御答弁いただきまし

たが、私、質問の中でも述べさせていただきましたが、少子化が進む中、現在の市内の学校に

おいても影響が起きてきていると思いますが、いかがでしょうか。 

○教育部長（水谷 勇君） 

 市内の学校の状況につきまして、少し報告をさせていただきます。 

 学校の適正規模というものは、学校基本法施行規則の第41条の規定によりまして、小学校の

学級数を12学級から18学級以下を標準という形をとっております。 

 愛知県での学級編制は、１年生・２年生は35名、そして３年生以上は40人の編制でございま

す。文科省におきましても、小学校の５学級以下を過小規模校と位置づけておりまして、また

６学級から11学級を小規模校としております。中学校におきましても、３学級から11学級を小

規模校という状況でございます。 

 現在の市内の小学校では12校中、小規模校は６校、標準校５校、大規模校１校であります。

中学校は、小規模校４校、標準校１校、大規模校１校の状況でございます。 

○１５番（日永貴章君） 

 ありがとうございます。 

 確認ですけれども、市内で小規模校と言われるのは、小学校で６校、中学校で４校あるとい

うことでいいのか。また、今現状でも６校、４校という学校が小規模と言われているそうなん

ですが、その小規模校に対したメリット・デメリットなんかあれば教えていただきたいと思い

ます。 

○教育部長（水谷 勇君） 

 校数については、そのとおりでございます。 

 小規模校特有のメリットとデメリットのお尋ねでございますが、メリットといたしまして、

児童・生徒の学習面におきましては、一人一人の個性や特性に応じた教育活動ができます。ま

た、個々の能力や適正を伸ばしていくこともできます。学校全体で児童・生徒の掌握が容易と

なります。また、クラスがえがないので、互いの関係を深めていく学級をつくることが可能で

ございます。生活面におきましては、互いに相手をよく知り合え、全校の児童、教職員の一体

感が深まりやすいと。また、異学年交流を活発にでき、全校的な児童の交流が深まりやすい。

出来事に素早く対応することが容易となり、早く気づくことができると、そういうメリットが

ございます。 
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 また、学校の運営面につきましては、教員相互の連絡調整や連携がとりやすくなります。ま

た、学校内の教育目標や教育活動に一貫性を持たせやすくなります。また、地域とのつながり、

連絡調整が充実するというメリットがございます。 

 一方、デメリットでございますが、児童・生徒の学習面では、体育や音楽の学習が成立しに

くい場合がございます。また、集団活動の活性化が難しくなってきます。生活面におきまして

は、学級編制がえがないために価値観が固定化され、多様な物の見方、考え方ができにくくな

ってまいります。また、卒業まで同じ学級集団で過ごすことになりまして、人間関係上の問題

等が発生した場合におきましては、問題の解消が難しいという場合がございます。学校の運営

面につきましては、１学年を１人の教員で運営することとなりまして、指導、評価、研究が全

て個人作業となります。教員１人当たりの役割分担が多くなってくることもあります。 

 こういったことが考えられますので、よろしくお願いいたします。 

○１５番（日永貴章君） 

 メリットは当然生かしながら、デメリットをどのように解消していくのかが必要になってく

ると思いますけれども、今後の愛西市内の小・中学校の生徒の推移とか、あと１クラスの生徒

の推移の見通しがされているのであればちょっと教えていただきたいと思いますが、いかがで

しょうか。 

○教育部長（水谷 勇君） 

 今後の推移でございますが、クラス数の減や１学年１学級のクラスの生徒の減について述べ

させていただきます。 

 現在、愛西市の出生者の数から推計をしたデータによりますと、平成29年度において、平成

24年度の現行と比較いたしますと、１校当たり最大のクラスの減は、小・中学校とも５クラス

の減の学校が出てまいります。 

 また、次に、その１学年１学級の生徒の最少のクラスは、中学校で35人編制、そして小学校

では８人という見込みが出ております。以上です。 

○１５番（日永貴章君） 

 ありがとうございます。 

 今後もさらに小規模校という学校がふえてくるんではないかということが、もう既に見通さ

れているということでございますが、先ほどのメリット・デメリットの件でございますけれど

も、メリットを生かしつつ、どのようにデメリットを解消していくのか大変重要であると思い

ますが、今後どのようにデメリットを解消していくお考えなのかを伺いたいと思いますし、ま

た施設的、ハード面ではなくて、子供の教育的、ソフト面で、今後の学校教育について時間を

かけて、10年後、15年後を見据えた協議・検討をしていかなければならないと思いますけれど

も、教育委員会として、どのように現在考えられているのかお伺いいたします。 

○教育部長（水谷 勇君） 

 小規模校のデメリットの解消ということでございますが、メリットの中でもお答えさせてい

ただきましたけれども、異学年交流活動をいたしまして、児童会、クラブ活動、学校行事等を
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通しまして、縦割り班活動により信頼関係や相互の理解を深め、学校生活の充実を図っていく

ことや、また家庭・地域との連携を図ることによりまして、学校の方針や計画、児童の様子な

ど、学校の情報を各家庭・地域に発信して、学校教育への協力体制を進めていくことでデメリ

ットを解消していく方法があるかと思います。 

 また、今後のことをどうするんだということでございますが、今後、少子化の進展によりま

して、児童・生徒が減少するということがわかっております。現状と今後の推移等を研究・調

査をさせていただきまして、当該学校の保護者や地域関係者、そして皆様にアプローチをして

いくということや、関係者の皆様の御理解を得るための検討を進めていくということが考えら

れるわけでございますが、現行、愛西市以外の他地区でございますが、そういう地区におきま

しては、これらの問題を地域・保護者の皆さんと協議をして、調整をしていくという問題が話

をされておるところもございますけれども、大変時間を要し、年月が必要であるし、御理解を

いただくのが難しいということが言われております。 

 教育委員会におきましても、検討をしていただきました。こういった問題は、単に学校サイ

ドだけで一方的に決めることができるものでもありませんし、地域との連携が必要でございま

す。現時点においては、具体的に検討するのは、諸条件等を考慮すれば、小規模校のメリッ

ト・デメリットも考えながら、時期がまだ早いんではないかという意見もございます。そして、

今後、近隣や状況が似ている市町村の視察とか意見交換、情報交換等をしていきながら検討に

入っていくという状況でございます。 

○１５番（日永貴章君） 

 やっぱり、もう既に１クラス８人のところも出てくるのではないかということが、先ほど部

長さんの答弁でありましたので、現在でも、もう１クラス35人学級よりも少ない学級も多々あ

りますので、やはりもう既に現状からかなり問題があるのではないかということを思いますの

で、検討はすぐやっていただく必要があると思いますけれども、教育長さん、いかがでしょう

か。 

○教育長（五冨利清彦君） 

 今の日永議員さんの御質問にお答えさせていただきたいと思います。 

 確かにここ10年先ぐらいには、恐らく愛西市の学校は小規模校がふえるんじゃないかな、そ

んなふうな感じを持っておるわけでございますけれども、今、部長のほうからお話をさせてい

ただきましたデメリットの中で、１つだけつけ加えさせていただきますと、例えば、その答弁

の中にグループ活動、あるいは体育等の授業で非常に厳しいんじゃないかな、そんなこともあ

ったわけですけれども、例えて言いますと１・２年の合同の授業を進めていただくとか、そん

なことも含めながらいければなと思っておりますし、また将来的には、今の三河のほう、豊橋、

豊田、岡崎、そちらのほうのもともとの僻地の学校を休止しておるわけですけれども、そんな

ところが言っております、ひょっとしたら複式まで考えていかなきゃいけないのかな、そんな

ことも思っておるところでございます。 

 10年先、どれぐらいの人数になるかちょっとわかりませんけれども、今後、教育委員会の中
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でも十分検討をしつつ、早目に、結論まではいかないですけれども、考え方をまとめていけた

らなと、そんなふうに思っておるところでございます。よろしくお願いいたします。 

○１５番（日永貴章君） 

 ぜひ、ちゃんと検討していただいて、現在でも、大きい学校では部活を選べるんですけど、

小さい学校だと部活を選べないという現状とかももう既に出ておりますので、さっきのグルー

プ交流もそうですけれども、学校同士の交流を深めていただいて、少しずつ子供たちのために、

いい学校づくりに努めていただきたいというふうに思っておりますので、ぜひ早急に検討に入

っていただきたいと思います。 

○教育長（五冨利清彦君） 

 ただいまの中学校の部活動の問題でございますけれども、現時点では、小・中学校の体育連

盟があるわけですけれども、そちらのほうでは合同チームをつくっていただいて、参加してい

ただいても結構だということに、ここ数年のところでなっておりますので、またそんなことも

含めながら、少しでも多く子供たちが参加できる部も考えていただければなと、そんなふうに

思っておりますので、またそんなことも話として出していければと思っております。以上でご

ざいます。 

○１５番（日永貴章君） 

 ぜひ、施設の状況でそういう検討に入るんではなくて、教育現場として、子供たちのことを

考えた編制になるようにお願いして、質問を終わります。 

○議長（加賀 博君） 

 これで15番議員の質問を終わります。 

 ここで、休憩をとらせていただきます。再開は11時５分といたします。 

午前10時52分 休憩 

午前11時05分 再開 

○議長（加賀 博君） 

 休憩を解きまして、会議を再開いたします。 

 次に、通告順位３番の８番・竹村仁司議員の質問を許可いたします。 

○８番（竹村仁司君） 

 議長のお許しをいただきましたので、通告に従って、市の経済対策の柱、液状化対策と避難

所の選定について、合併８年を迎える愛西市の次なる課題、将来設計について、国も県も混迷

している現在、自立した自治体を目指すためにも重要な課題と捉えて質問をさせていただきま

す。 

 大項目の１点目として、市の経済対策の柱についてですが、国も衆議院が解散をし、３日後

には投票日を迎えるわけです。国民不在の政党の乱立は、まさに混迷の度を増すばかりで、経

済を初めとして先行き不透明の展開です。こうした大局も踏まえつつ、10年、20年先の都市計

画をつくり上げ、明確な目標のもと、地方自治体としては一つ一つの足元を固めていくことが

大切であると考えます。 
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 合併以後、本市が取り組んできた大型事業である斎場、給食センター、統合庁舎の建設は、

どれもいずれはやらなければならない事業であると理解しています。そして、合併特例債を利

用して、少しでも負債を少なくするのは当然のことであります。 

 しかしながら、本来、それと並行して、市の経済政策も進めていかなくてはならないことも

明白であり、支出ばかりが膨らめば当然財政は苦しくなるばかりで、収入をいかにふやしてい

くのかを考えるのが当たり前の話になります。 

 また、統合庁舎に関していえば、確かに建設には多額の費用がかかりますが、10年、20年先

を見据えた経費節減という観点からいえば、経済対策とも言えるというふうに思います。 

 そこで、本市の経済を考えた場合、残念ながら「これが柱」と言えるものがないのが現状で

はないでしょうか。しかし、だからといって悲観して、現状は変わりませんので、今ある資源

の中から価値を生み出していく、または近隣市町との協力体制を築いていく、さらには新たな

ものを誘致していくという手を具体的に打っていかなくてはなりません。大きく分けて、農

業・商工業・観光という３つの柱が総合的に機能して、市の自主財源の確保につながっていく

ことが理想ではないかと考え、数点質問させていただきます。 

 小項目の１点目の質問として、農業についてですが、今また政治の世界ではＴＰＰへの参加

が争点の一つになっています。平成23年12月の定例議会においても、ＴＰＰを踏まえた農業政

策について一般質問もいたしました。やはり、私は愛西市において、レンコンの生産は外せな

いと思っています。現状も、生産高全国３位で頑張っているという話も聞くわけですが、平成

23年12月、当時の経済建設部長の答弁として、具体策として、茨城、徳島県で普及している作

業労力が少ない水掘り方式の実施を茨城から水掘りに適した品種を取り寄せて、今後の後継者

育成について、できるだけ労働しやすい環境を考え、県の農業改良普及課と立田水田研究会が

水掘り方式への作業を実験的に実施しておりますとの答弁がありました。その後、このレンコ

ン農家の後継者の育成と水掘り方式の進展についてお伺いします。 

 次に、２点目の質問として、これも農業政策に対する平成23年12月当時の経済建設部長の答

弁ですが、６次産業化に対して、愛西市については、現在、農業を担う若手農家で構成されて

いる市農業青年団というものがあり、この視察研修会において、農林水産省の東海農政局に６

次産業化についての研修に出かけ、勉強をしていただいている。現在、愛西市には178名いる

認定農業者に対して、補助メニューの選択枠の中に、農業の６次産業化が目標となっている農

業経営体育成支援事業の案内もさせていただいている。いずれにしても、今後も愛知県の農林

水産事務所の農業改良普及課とＪＡあいち海部などと相談しながら、ＰＲ等の推進をしていき

たいというふうに考えているとのものでしたが、その後の６次産業化の進展についてお伺いし

ます。 

 ３点目の質問として、これも農業についてですが、個人で産直施設などに出荷販売されてい

る方、あるいは仲介業者を通して直接大手スーパーに卸している方が、レンコン、ミニトマト、

イチゴ等々あるように伺っていますが、なぜ農協を通さないのかお伺いします。 

 次に、４点目の質問として商工業ですが、平成23年３月の定例議会で、あいさいさんグッズ
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の商業化について一般質問いたしました。現在、やっと観光協会が販売に関して担当している

と聞いています。初めにあいさんさんの登録商標の手続が終わっているかお伺いします。 

 そして、今後、本市の商工会加盟店、あるいは大型スーパー等々、販売ルートの拡大につい

てもお伺いします。 

 ５点目に、これも商業政策ですが、カゴメ株式会社の「愛菜の日」の制定について、平成24

年３月議会において、企画部長より、ＰＲとマスコットキャラクターあいさいさんの紹介を兼

ねて、２月６日に親書とあいさいさんグッズをカゴメのほうへお送りしてお祝いを申し上げた

との答弁がありました。再質問において、企画部長より、カゴメ株式会社との連携について、

親書を送った後にカゴメさんより電話があり、その際、どういったキャンペーンを打たれるの

か、まだ具体的に会社として決まっていないという状況でしたので、そういった機会を捉えて

連携も図っていきたいというふうに考えているとの答弁でしたが、その後、どのような連携を

とられたのかお伺いします。 

 次に、６点目ですが、これは企業誘致で先ほど大宮議員さんも質問をされましたので、１点

だけ、県との話し合いの中で、市としての課題、企業誘致に関する課題についてお伺いします。 

 ７点目に、観光についてですが、平成23年６月議会において、当時の経済建設部長より、官

民一体となって、当市のさらなる発展につながる観光振興を有効かつ迅速に展開できる組織と

して、愛西市観光協会の設立を進めていますとの答弁がありました。観光協会も設立２年目に

入り、観光船の運行に一応のめどをつけ、次のステップとして、観光ボランティア育成のため

のあいさい検定を企画いたしました。教材としてのあいさい物語の冊子は、短期間の中で非常

によくできたものだと思います。このあいさい検定に何名の市職員が参加されたのかお伺いし

ます。さらに、何名の方があいさい物語を購入されたのかもあわせてお願いします。 

 次に、大項目の２点目、液状化対策と避難所の選定について質問いたします。 

 南海トラフ巨大大地震に対して国が出した被害想定について、最悪のケースでは、死者32万

3,000人としていることや、これを受けてのテレビやマスコミの近隣市町に対する報道にも影

響されて、市民の皆さんの防災意識も変わってきていると思います。 

 そこで、小項目の１点目の質問として、今年度の総務委員会の視察として、潮来市の液状化

対策を見させていただきました。特に液状化のひどかった地域においては、いまだ復興工事の

最中という状況でした。本市でも、市民の皆さんの関心は、津波よりも液状化にあるという気

がします。本市では、昨年も液状化について視察されていると思いますが、市としてどのよう

な対策をお考えかお伺いします。 

 次に２点目の質問として、市の洪水ハザードマップに記載されている避難所一覧表にある避

難所についてですが、ある地域に住んでみえる方から、自分たちの近くには避難所がない、あ

るいは指定されている避難所に行くまでに遭難してしまうという言葉をいただきました。この

ことに関して、市としてはどのようにお考えかお伺いします。 

 ３点目の質問として、現在、高層の建物に住んでみえる方、佐織地域でいえば、草平町の県

営住宅、渕高町のマンション「セントレー」、また西川端町の寿敬園、八開地区の明範荘とい
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った介護施設、こうしたところに住んでいる方たちから、私たちはどこへ避難したらいいんで

すかという質問がありました。河川が決壊した場合に避難を想定すれば、高いところへ逃げる

のが鉄則です。しかし、自分たちは高いところに住んでいて、避難しなくてはいけないのか。

ある人が言われたそうです。避難所に指定されていないところにいても、救援物資は来ないよ

と。まさにそうだと思います。東日本大震災でも、救援物資が避難所に届いているにもかかわ

らず、避難所に指定されていないところに集まっていた人たちには物資が届かなかったと聞い

ています。この点についてお伺いします。 

 以上で、壇上にての質問を終わります。あとは自席でお尋ねをいたしますので、よろしくお

願いします。 

○経済建設部長（加藤清和君） 

 第１点目の御質問でございますが、県の改良普及課の調べでは、水掘り方式での作付面積は

約３ヘクタールになり、現在12件の農家で取り組んでおります。レンコン農家の大半が加入す

る海部レンコン組合でも、産地として新たに水掘りに取り組むことが組合員に説明され、承認

されております。作業労力を軽減し、働きやすい環境を考えると、今後もさらに水掘り方式が

拡大していくと思われます。また、レンコン農家の後継者を確保・育成することは、産地的に

必要なことであると認識はしております。後継者の確保に向け、県の農業改良普及課、ＪＡあ

いち海部と協力し、レンコン産地の担い手を育成するため、栽培技術の習得や農地の確保など

を支援するレンコン道場を開設しております。10月から１名の方が市内のレンコン農家へ掘り

取り等の技術を身につけようと修行に来ておられましたが、昨日、12月12日ですが、交通事故

に遭われまして亡くなられております。 

 ２番目の６次産業化は、生産・加工・販売の一体化により農産物に付加価値をつけ、また雇

用の確保と所得向上による農村地域の活性化を図るとともに、食料自給率の向上を目的として

おり、事業計画の認定を受けることにより、農業改良資金の無利子融資等が受けられるなどの

利点があります。現在、東海農政局管内で99事業者の計画が認定され、このうち愛西市内では

２業者の計画が認定されております。 

 市の取り組みといたしましては、認定事業者に対し、農業経営体育成支援事業の案内に６次

産業化が補助メニューであることをＰＲし、東海農政局や県の農業改良普及課と連携して活動

の支援に取り組んでいきます。また、農業団体の研修視察先には、積極的に６次産業化事業所

を選び、知識を習得していただいております。 

 次に３番目の、農協では産地のブランド化を推進し、価値を高めるための品質の均一化や量

を確保するため、レンコン・トマト・イチゴなど、主要な農作物ごとに生産部会を設け、その

中で規格などを定めております。農家によっては、独自の栽培技術などをもとに個性化、差別

化を図り、付加価値を高めることにより、直接販売を選ぶほうが有利な場合もあります。また、

生産者が高齢等の理由により、生産量や品質の確保が難しい場合があり、農協を通さず、産直

施設を利用していることも考えられます。なぜ農協を通さないかとの御質問でございますが、

それぞれの農家の経営規模や生産作物等により、出荷販売方法等を選択されているというふう
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に思っております。 

○企画部長（山田喜久男君） 

 私のほうから、あいさいさんの関係について御質問をいただいておりますので、お答えをさ

せていただきます。 

 まず初めに、商標登録の関係でございますけれども、少し経過を報告させていただきます。 

 まず７月24日になりますけれども、商標登録願を提出させていただきました。11月６日に特

許庁より登録査定の通知をいただき、11月30日に登録料の納付を済ませたところでございます。

この後、この登録料の納付の確認を特許庁のほうでされまして、私どものほうへ商標登録証が

送付されてくるという段取りになっております。 

 今回の申請手続につきましては、弁理士さん等に依頼せず、市の職員で行いました。内容に

つきましては、デザイン及び名称を各７区分、登録期間10年ということの中で、手数料総額が

65万8,100円といった内容になっております。 

 それから、次の販売ルートの拡大についてということでありますけれども、次の質問にも関

連しますけれども、まず現在、愛西市の観光協会のほうでもグッズの販売は行っていただいて

おります。今後、商工会等へ働きかけを行っていきたいというふうに考えております。 

 次のカゴメ株式会社さんの関係でございますけれども、議員おっしゃいますように、１月31

日を「愛菜の日」と制定されまして、市としましても、議員の御質問の中で御紹介いただきま

したけれども、２月６日に親書とあいさいさんグッズをお送りし、お祝いを申し上げたところ

でございます。 

 この件に関しまして、その直後に電話でのカゴメ株式会社さんとのやりとりがございました

けれども、それ以降、残念ながらまだ連絡が相手方からは来ておりません。私のほうから何ら

かの確認をとらせていただき、連携できるものがあれば行っていきたいと、そんなふうに考え

ておりますので、よろしくお願いします。 

○経済建設部長（加藤清和君） 

 企業誘致の課題という御質問でございますが、これにつきましては、愛知県職員の市町村サ

ポーター制度を活用して、いろいろな打ち合わせをさせていただいております。その取り組み

方について、県のほうから職員の派遣をどうだというような提案がありまして、来年４月から、

職員の派遣等も考えた中でいろいろな整理をしたいと、このように考えております。 

 ７番目に、あいさい検定が11月18日に開催されました。これについて、市の職員10名ほどが

参加したというふうに聞いております。検定結果につきましては、受講者が150名で70点以上

の合格者は109名でありました。また、あいさい物語の購入者につきましては、購入者名簿は

ありませんが、全体の購買数でしかわからず、現時点では700冊程度販売をしたというような

報告を受けております。 

○総務部長（石原 光君） 

 それでは、私のほうからは、大項目の液状化対策と避難所の選定について、順次お答えをさ

せていただきます。 
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 まず１点目の液状化対策についての市の考えはという御質問でございます。 

 液状化を防止する方法については、一般的に地盤改良と、それから構造物の基礎構造の強化

が一般的に言われている２つの工法であります。ほかにも、いわゆる多種多様な工法があると

思いますけれども、やはりいずれの工法をとるにしても、多大なコストがかかると言われてお

ります。また、絶対に確実、万能、経済的な液状対策は存在しないというような捉え方も一方

ではありますので、やはりリスクとコストをてんびんにかけて実施していくことになるんじゃ

ないかなと、一応こんなような捉え方をしております。 

 そして、こういった液状化対策、これは愛西市だけではありません。この海部地域一体の地

盤の特質といいますか、そんな状況の中で、いずれにしましても、基本的に公共施設につきま

しては、公費により対策を行うことができるわけでありますけれども、いわゆる民地の所有者

の方は、やはり御負担をいただくことになります。そして、これは議員も御承知だと思います

けれども、例えば千葉県浦安市のような独自の支援制度を設けてみえる自治体も幾つかありま

す。しかしながら、独自にそういった支援制度を設けている自治体であっても、やはり１物件

で500万から1,000万もの出費となるケースということもあるように聞いておりますので、即時

この問題について結論を出すというような、非常に悩ましい課題ではないかなというふうに現

時点では考えております。 

 それから、２つ目の避難所の選定の関係でありますけれども、緊急的な一時避難所といたし

ましては、市が指定をしております公的な避難所以外に、最前からお答えをしてきております

ように、いわゆる３階建て以上の民間の建物で、地域住民の皆さん方の避難所として利用をさ

せていただける民間施設、そういったものも利用をお願いしてきております。現在５カ所の施

設について利用させていただける協定を締結させていただいております。いずれにしましても、

この協定につきましては、引き続きこの民間施設を利用させていただきたく、進めていきたい

というふうには考えております。 

 そして、やはり災害の種類や程度にもよりますけれども、むやみに自宅外に出ないほうが安

全な場合もあります。そして、市役所からの情報など、ふだんから外部からの情報を得る手段

をやっぱり確保していただくことがやはり必要ではないかなというふうに考えておりますし、

またこれも最前から申し上げておりますように、皆さん方それぞれ災害があった場合に、どの

ような場合にどんな行動をとるべきか、やはりこれは各家庭の中でもそうでありますけれども、

御近所でもそうでありますけれども、そういったシミュレーションというものをひとつ描いて

いただくということも、やはり安全で適切な避難行動に結びつくのではないかなと、こんなよ

うな思いもしております。 

 それから、救援物資の配給の関係でありますけれども、避難行動というのは、災害の種類や

その被災箇所によって、さまざまなパターンが想定されるわけであります。今、大きな問題に

なっております南海トラフを震源とする、例えば大震災を想定した場合に、まずは第一には地

震の揺れによる災害を防いでいただくと、これが肝要ではないかなというふうに思っています。

それは、家具や建具の下敷きにならないよう、そういったふだんから対策をとっていただく必
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要があります。これは市としても、そんなような対策を講じるような助成制度もしております

ので、そんな対策をとっていただくのが必要ではないかなというふうに思っています。 

 そして、先ほど議員が言われました高層建物ですね。やはり高層建物というのは、一般的に

言えば十分な耐震性がとられていると、これは一般的にそんなような捉え方もできます。そう

いった捉え方の中で、やはりその場から出ていただくということが果たしていいのかどうか。

逆に、その場にとどまっていただくのが最良の方法になるかもわかりませんので、一応そんな

ような考え方もできるのかなというふうに思っております。 

 それから、やはり地震による二次的な災害といたしまして水害が考えられるわけであります

けれども、やはり河川堤防が決壊した場合を除いては、水害の影響というのが、この地区とい

うのは徐々にあらわれてくるのではないかなと、そんなようなシミュレーションが描けるわけ

でありますけれども、やはり高い階層にお住まいの方につきましては、やはり先ほど申し上げ

ましたように、その場にとどまっていただくということも避難誘導を待っていただくというの

が一つの賢明な策ではなかろうかなと、こんなような考え方もできます。 

 そして、救援物資の関係でありますけれども、１つの例を挙げて東北地震の関係でお話がご

ざいました。やはり指定避難場所に避難してみえる方々は限られた避難物資といいますか、そ

れを持って避難してこられるというふうに思っています。最低限のものを持ってこられるとい

うふうには思っています。やはり公的な支援をするにつきましても、全体を一度にカバーする

ことは、やはり物理的に無理があります。ですから、災害の状況にもよりますが、まずは避難

所に避難している方々を対象に、市としては救援物資の調達をすることになるのではないかな

というふうに思います。 

 しかしながら、これも最前から啓蒙してきておりますように、各御家庭でふだんから備蓄品

を準備していただくとともに、当然ながら我々も、今後十分な避難所に対応できるようなもの

を準備していかなければならないなというふうに現時点では考えております。以上です。 

○８番（竹村仁司君） 

 それぞれ御答弁ありがとうございました。 

 順次、数点にわたり少し再質問をさせていただきます。 

 本市の経済の柱はという質問に対して、農業というふうに答えられる方が多く見えます。そ

のために、後継者の育成という大きな課題があると思いますが、農林水産省が進める青年就農

給付金という、先進農家、先進農業法人等で研修を受ける就農者に最長２年間、年間150万円

を給付するというものがあります。このような国の補助を受けて担い手の育成をしている農家

が愛西市にもあると聞いていますが、先ほどのレンコン道場がそうなのかもしれませんけれど

も、ちょっと現状をお伺いいたします。 

○経済建設部長（加藤清和君） 

 議員の言われます青年就農給付金の準備型につきましては、農業技術の研修中に給付がされ

るという内容でございます。レンコン道場に通ってみえました、昨日亡くなられました１名の

方が該当し、給付を受けておられました。 



－８４－ 

○８番（竹村仁司君） 

 ありがとうございました。 

 次に、先ほど農家が農協に通さないという話なんですが、いろいろ高齢化とか各規模による

というような話もありましたけれども、私も何名かの農家の方からお話もお聞きはしています

けれども、農協に通さないほうが利益があるというふうに思ってみえる方もあるんですが、こ

うした個人で産直施設などに出荷販売されている方、あるいは仲介業者を通して直接大手スー

パーに卸している方がふえるということは、せっかくの農業、農家の力を分散させてしまうこ

とになると思うのですけど、この点についてお伺いします。 

○経済建設部長（加藤清和君） 

 農協を通して出荷すると利益が減るということではありませんし、産直や大手スーパーに卸

す農家がふえている、農家の力を分散させることもありません。スーパーによっては、農協に

地元の農産物を販売したいなどの相談もあり、その要望に応えるため、組合員に出品のあっせ

んをすることもあるということを聞いております。 

○８番（竹村仁司君） 

 ありがとうございます。 

 そういった農協と連携をお願いしたいんですが、農業協同組合法では、農業者の協同組織の

発展を促進することにより、農業生産力の増進及び農業者の経済的、社会的地位の向上を図り、

もって国民経済の発展に寄与することを目的として制定された法律であるというふうにありま

す。農業生産力の増進と農業者の経済的、社会的地位の向上を図るための協同組合組織という

ふうに理解をするわけですが、組合員には、正組合員、准組合員とに分かれて、正組合員の方

は農業をみずから営む農業者に限られています。ただし、専業農家も兼業農家も等しく扱われ

るので、専業農家による効率的な農業の推進が妨げられてきたというふうにも言われています

が、これに対して、農家でない人でもＪＡに加入手続をして承諾され、出資金の払い込みをす

ることで准組合員となり、ＪＡのいろいろな事業を利用することもできるわけですが、市内に

おいて、この正組合員と准組合員の方がそれぞれ何名にいるのかお伺いします。 

○経済建設部長（加藤清和君） 

 組合員数につきましては、ＪＡあいち海部に確認したところ、11月30日現在で愛西市在住の

正組合員数は3,755名、准組合員は3,024名ということでございました。 

○８番（竹村仁司君） 

 ありがとうございます。 

 いずれにしても、このＴＰＰへの参加には、全国的には積極的な農家の方もお見えになりま

す。自分たちのつくったいい野菜、いいお米を海外に輸出して、外国の方にも食べていただき

たいというものです。今、海外では日本食ブームということもあります。これに対して、多く

の農協では、担当部署に関係なく、全職員の方が農協の事業の推進、経営活動を行っていると

聞きます。特に、農協３事業と言われる経済・信用・共済、そのほかにも組合員向けの冠婚葬

祭、主に葬儀、ＪＡ葬祭事業ですとか、中規模から大規模の病院の運営、あるいは高齢者福祉
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事業、観光旅行事業、農協観光ですか、市民農園、あるいは郵便窓口業務の受託、簡易郵便局、

農機の販売・整備が主な自動車ディーラー、あるいは不動産仲介業、建設設計など、さまざま

な多岐にわたる事業が行われていると思います。これは、組合員である農家の預貯金をほぼ一

手に引き受ける豊富な資金と農協の信用力、組合員の互選で選ばれた組合長による、文字どお

り地域の発展のための事業展開の結果であると言えるかと思います。また、生協などと違い、

信用事業、金融事業を禁止されていないという特権も持つことも理由にあると思います。 

 これだけの事業を展開されている農協でありますので、ただＴＰＰ反対を唱えるだけでなく、

本当の意味で農業生産力の増進と農業者の経済的、社会的地位の向上を図るため、また愛西市

の経済の柱としての農業を実現するために、さらなる取り組みをお願いしたいと思いますが、

この点をお伺いします。 

○経済建設部長（加藤清和君） 

 ＴＰＰの関係で農協のことを詳しくお答えするというのは大変難しいところでございますが、

１つ米を例に挙げてみますと、大規模農業をやっているアメリカやオーストラリアには太刀打

ちができないなどの理由により反対の姿勢というようなことです。また、水田農業の取り組み

につきましては、農協と愛西市が協力して、愛西市農業のために各種事業に取り組んでいると

いうような内容でございます。 

○８番（竹村仁司君） 

 ありがとうございます。 

 ぜひ、この農協さんというのは大切な組合だと思いますので、農家の方のためにこの組合法

にのっとってお願いをしたいと思います。 

 次に商業政策ですが、あいさいさんグッズの販路拡大につきましては、商標登録が終われば

いち早く、速やかに手を打っていただきたいと思いますし、先日も私がスーツにつけているこ

のあいさいさんのバッジを見た親子が、「あ、あいさいさんだ」という話になって、「それっ

て売っているんですか」と聞かれて説明をしたわけですけれども、実際に市民の方にはまだそ

の程度の認識なんだなということを、改めてアピール不足ということを痛感いたしました。 

 あいさいさんグッズこそ、これから市の商業の突破口になるのではないかと思います。商標

登録が済めば、さまざまな製品、食品の開発も可能で、例えばあいさいさんの絵のついたビス

ケットとか和菓子、まんじゅうとか、あるいは食器、衣類等、アイデアはいろいろ膨らむと思

います。ぜひ、そういったチームを立ち上げ、商工会青年部等にも入っていただいて、英知を

結集していただきたいと思います。 

 それから、カゴメ株式会社との連携については、壁は高いと思いますが、執念を持って取り

組んでいただきたいと思います。私自身も、東京本社の広報担当の方と今もメールでやりとり

をしています。先日も、昨年の１月31日、愛菜の日のキャンペーンのお手伝いをさせていただ

きたい旨のメールを送らせていただきました。今、熊本が県を挙げてやっていますけれども、

くまモンが熊本産デコポンを使ったカゴメの季節限定販売の野菜ジュースをＰＲするＣＭに登

場して、11月27日から流れています。こういうことも追い風になると思いますし、現代のはや



－８６－ 

りといいますか、同じメーカー品でも産地限定品というのがあります。例えば、同じカゴメジ

ュースでも、あいさいさんの絵のついたもので、愛西市に行かないと買えないというようなこ

とになると思うんですが、このあたりはいろいろな交渉力とか、県に対して大村知事等との連

携も必要かと思いますが、この点についてお伺いします。 

○企画部長（山田喜久男君） 

 いろいろと今御紹介をいただき、御提案をいただきました。ありがとうございました。 

 私ども、まずは販路の拡大という点におきましては、まずは観光協会で今現在扱っていただ

いておりますけれども、さらに商工会等々、そういったところでの拡大をまず第一歩とさせて

いただきたいなというふうに考えております。 

 それで、あいさいさんのデザインの使用という件に関しましては、商標登録が済んだとして

も多々、個人ですとか、企業ですとか、団体ですとか、いろんなケースが出てきますので、ま

ずそういった点での検討は必要かなというふうに考えております。以上でございます。 

○８番（竹村仁司君） 

 ぜひそういった拡大できるような検討を早急に立ち上げていただいて、進めていただきたい

と思います。 

 企業誘致につきましては、先ほどもお話もありましたし、さまざまな発想が必要かと思いま

す。相手先をこちらから指定するというのは難しいかもしれませんが、レンコンの産地として、

レンコンが健康食品として見直されていますので、サプリメントとしてもレンコンの製品も出

ています。そうした薬品会社でありますとか、この愛西市は川の豊富な水もありますので、そ

ういったものを利用する企業ですとか、さまざまな角度からの検討も必要かと思います。 

 地盤については、ある方から名古屋港の埋立地のことを思えば、そんなに悲観することもな

いという意見もお聞きしました。ぜひ今後とも多方面からの御尽力をお願いしたいと思います。 

 次に、観光についてですが、前部長の言葉とはいえ、官民一体というのは、私は非常に重く

大切な言葉だと思いますし、今後も愛西市にとって大切な言葉であるなというふうに思うんで

すが、このあいさい検定に対する、私自身は検定試験を受けたんですけれども、職員の皆さん

の対応、10名ということで、それが多いのか少ないのかということではありますが、少し私は

残念かなというふうに思います。職員の皆さんも、愛西市のことはよく御存じの方が多いと思

いますけれども、当然全て理解するのは大変ですし、自分の住んでいるまち、あるいは勤めて

いるまちのことも意外と知らないことが多いのではないでしょうか。自分の部署の仕事さえ知

っていればというのでは寂しいですし、出張や研修で他市へ行けば、本市のアピールもしなく

てはなりません。合格検定証授与式での基調講演で天王文化塾の塾長さんが、まちづくりにお

いて一番行政が進めにくいのが地域文化だという話をされましたが、この地域文化こそが今後

の課題でもある、旧２町２村の融合につながるものと私は信じます。ぜひ、次回の検定には職

員の皆さんが挑戦していただきたいと思いますし、最低でも、あいさい物語は必読書として持

ってほしいと思います。 

 壇上で、統合庁舎は経費削減という経済対策という話をいたしました。その経費削減の一番
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は、人件費の削減になると思います。地域の方とお話しする中で、庁舎の統合は理解できるけ

ど、そこへ何で312名の職員が全て入って仕事をするのか信じられない、何で人員削減をしな

いんだと何人かの方から言われました。私は、急激な職員の削減は難しいと思いますが、段階

的なことは必要でしょうというようなお答えをしましたが、こんなことも言われました。パソ

コンにデータを入力するだけだったら、職員じゃなくてもパートの女性のほうが早いし、一生

懸命やるという話でした。適正な適材適所の人材配置も必要になると思います。 

 ちょっと話が、また観光に戻りますけれども、経済課に観光係があると思うのですが、この

観光係の役目をお伺いします。 

○経済建設部長（加藤清和君） 

 企業誘致の関係につきましては、現在も県の関係機関等々いろいろ協力を求めるようにお願

いはしております。これは、もっと強く関係機関と協力要請はした中で、いろいろな多方面か

らの御尽力をいただきたいというふうに思っております。 

 次に、あいさい検定について市職員の受検という部分ですが、これについては、やっぱり会

場等の問題もありまして参加を控えたという職員もおりました。会場の都合ということもあっ

たんですが、今回だけでないというふうに聞いておりますので、次回での参加を職員に呼びか

けていきたいというふうに考えております。 

 経済課の観光係の役割でございますが、観光行政全般に関することであり、観光に関する紹

介や問い合わせに関する回答、県や市の観光協会との連携調整、近隣市町との連携、愛西市の

ＰＲ、情報発信などを主に行っております。 

○８番（竹村仁司君） 

 ありがとうございます。 

 今の官民一体という部分では、この観光係と観光協会が発信すべきところになるんじゃない

かなと思いますので、ぜひよろしく連携についてお願いをしたいと思います。 

 次に、液状化に関してですが、先ほど総務部長より詳しく話もいただきましたので、１点、

液状化問題で考えられるのが、建物の沈下だけではなく、堤防の液状化による沈下があると思

います。これも考えられる話であります。当然、堤防が沈下すれば洪水による浸水が考えられ

ます。この点、どのようにお考えかお伺いします。 

○経済建設部長（加藤清和君） 

 木曽川下流河川事務所では、内閣府が平成15年に発表しました想定の東海・東南海地震によ

る堤防の沈下量を平成21年、22年度に検討しており、その検討結果によれば、約１メーターか

ら３メーター程度の沈下が見込まれていたところでありましたが、現在、南海トラフの巨大地

震のような、現在から将来にわたって考えられる最大級の地震動による沈下量を再精査してい

るという内容でございます。 

 日光川も含め、愛知県管理の河川につきましては、愛知県防災会議において、地震動、津波

高等の新たな推計が公表される予定であるため、この結果を踏まえ、河川堤防の再点検を行い、

対策を検討していきたいというようなことでした。 
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○８番（竹村仁司君） 

 ありがとうございます。 

 市民の皆さんが安心できるような情報発信をぜひよろしくお願いします。 

 洪水ハザードマップに関してですが、これは見直しもされるものと思いますが、先ほどもお

話がありましたように、民間で協定を結んでいる避難所ですとか、そうしたものも入れていた

だくといいと思いますし、他市町と隣接している地域などは、他市町が協定を結んでみえる民

間施設も入れていただくといいのではないかと思います。 

 具体的な例を１つ挙げれば、旧佐織の諸桑団地に住んでみえる方などは、佐織中や北河田小

学校に逃げるより、ヨシヅヤ津島本店に逃げるほうがはるかに早いと思います。こうした地域

に即した避難所の検討が必要かと思いますが、この点だけちょっとお伺いします。 

○総務部長（石原 光君） 

 避難所の関係で再質問をいただきました。 

 自治体が指定をしております避難所につきましては、相互応援協定を締結しておりますので、

先ほどお話がありました地図上にお示しをするということは可能ではないかなというふうに思

っております。 

 しかしながら、民間の施設につきましては、おのおのの市町での協定内容によっては、公開

できないというようなケースも出てくるのではないかなというふうに思っております。しかし

ながら、協議をすることによって表示可能な場合もあるかもわかりません。これにつきまして

は、隣接する自治体と今後協議をして、そういったものが示すことが可能であれば、将来見直

しを図る中で位置づけをしていきたいなというふうには考えております。いずれにしても、今

後、協議をしたいというふうに思っております。 

○８番（竹村仁司君） 

 ありがとうございました。 

 ぜひ、そういった協議をよろしくお願いしたいと思います。 

 高層マンションに住んでみえる方、当然佐屋地区の方もマンションもありますので見えると

思いますし、その辺の避難の仕方、あるいは避難所として指定をして、救援物資が届くような

配慮も、当然自主防災会がありますので、自主防災会に任せる部分もあるとは思いますが、市

のほうからも積極的な情報といいますか、取り組みをお願いしたいと思います。 

 これは最後にしますが、先ほど市長より、次期不出馬というような表明もありましたけれど

も、個人的には大変残念な思いでありますが、任期中でもありますので、市長に最後に本市の

経済の柱、経済対策も含め見解をお伺いして、私の質問を終わらせていただきます。 

○市長（八木忠男君） 

 竹村議員の質問にお答えをいたします。 

 経済の発展ということでありますが、大変難しい状況の現状であることも事実であります。

かねてずうっと説明をしてきております企業誘致の件もそうであります。商工業、あるいは農

業の振興も大切なことでありますし、農業、商工業、あるいは勤労者、全ての皆さんがよりよ
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い愛西市の市民として、経済の発展の中で活躍をしていただく場を協議・検討をしてまいりた

いと思っております。 

○議長（加賀 博君） 

 これで８番議員の質問を終わります。 

 ここでお昼の休憩に入りたいと思います。再開は午後１時30分再開といたします。 

午前11時54分 休憩 

午後１時30分 再開 

○議長（加賀 博君） 

 お昼の休憩を解きまして、会議を再開いたします。 

 次に、通告順位４番の16番・榎本雅夫議員の質問を許可いたします。 

○１６番（榎本雅夫君） 

 議長のお許しをいただきましたので、防災・減災対策について、高齢者の地域福祉について

の２項目について御質問をさせていただきます。 

 大項目１としまして、防災・減災対策について、小項目１といたしまして、防災・減災ニュ

ーディールについてお伺いします。 

 全国各地でインフラ崩壊の危機が顕在化し、橋梁の落橋や道路の陥没、水道管の破裂など、

ここ数年で生活に直結する事故が発生しております。先日も、中央道笹子トンネルで天井の崩

落事故があったところであります。また、今月７日、東北と関東地方で震度５弱の地震があり、

東日本大震災以来、次々と全国の地震発生予想などが発表されており、今後、近い将来、発生

すると思われる首都直下地震、東海・東南海・南海地震など、大きな災害が起こる可能性が指

摘されています。 

 災害に対する備えとして、自助・共助・公助の３つが重要でありますが、国民の命を守る公

助の基盤であるインフラ整備は待ったなしであります。今後、起こるかもわからない未曾有の

被害を減災するためにも、公共事業による地域の強靭化、災害に強いまちづくりを徹底的に進

める必要があります。 

 そこで、公明党は、公共施設などの社会資本の老朽化対策や防災・減災対策を進めるため、

10年間で100兆円を集中投資する防災・減災ニューディールを提唱しております。 

 ニューディールとは、1933年当時の世界大恐慌を克服するため、アメリカのルーズベルト大

統領が実施した総合的な経済対策、新規巻き直しを意味します。この経済対策では、テネシー

川流域でのダムや橋の建設など大規模な公共事業が実施され、多くの雇用も生み出し、経済の

再生をしたということでした。 

 日本におきましては、1960年代の高度経済成長に建造された橋梁、建造物などは50年くらい

経過し、老朽化を起こしております。コンクリートの耐用年数は50年から60年で劣化が起こる

と言われております。早い段階での点検・修理・修繕などのメンテナンスが大切となります。

いずれ必要になる対策を前倒しして、計画的、かつ集中的に取り組むことで、防災力の強化と

経済の活性化を同時に実現することが重要であります。老朽化による防災対策、それは単なる
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公共事業の復活とは異なり、命を守るために本当に必要な公共投資、公共事業です。しかも、

アセットマネジメント、効率的な維持管理でコストを縮減し、全国的な防災・減災総点検を踏

まえて必要な事業を展開するので財源の無駄遣いは排除できます。さらには、ＧＤＰを実質

２％程度押し上げ、100万人以上の雇用拡大を見込めるなど、経済効果も期待できます。この

ような防災・減災ニューディールについての見解をお伺いします。 

 小項目２といたしましては、橋梁の老朽化対策についてであります。 

 全国には約65万の道路橋がありまして、そのうち15メートル以上の橋梁は約15万7,000橋あ

ります。国土交通省の調査によりますと、自治体管理の橋梁については、築後50年以上の割合

は、2011年、昨年でありますけれども、10％、10年後には28％、20年後には54％になると言わ

れております。また、地方公共団体における長寿命化修繕計画に基づく修繕実施状況は、こと

し４月で実施済みは６万704の橋のうち6,476で、実施済みは11％にとどまっているというとこ

ろです。愛知県では5.0％、市区町村では0.3％という状況であります。自治体の道路橋の修繕

が進んでいない理由は、主に財政難や人材不足などが原因と見られています。いざというとき

に救急車や消防車などが橋を渡れない状況にならないよう、愛西市の管理する橋は大丈夫なの

か、市民の生活と生命を守る社会資本でありますこの橋梁について、１点目としまして、本市

の管理する橋梁の現状をお伺いします。 

 ２つ目として、長寿命化修繕計画の進捗状況についてもお伺いいたします。 

 小項目３としまして、学校の非構造部材の耐震化について、東日本大震災では学校施設の安

全性が課題となりました。非構造部材の被害状況については、天井材の被害が1,636校、照明

機材が410校という調査報告があり、今後におきましては、非構造部材の耐震に取り組まなけ

ればなりません。同じような質問も６月にいたしましたけれども、再度お伺いをいたします。 

 １としまして、避難場所になる体育館の天井部材や照明器具の耐震落下防止の対応について

お伺いします。２番目としまして、校舎の非構造部材の点検状況についてお伺いします。 

 大項目２といたしまして、高齢者の地域福祉につきましてお伺いします。 

 ことし３月に愛西市地域福祉計画が策定されました。その中に、地域福祉とは、「誰もが住

み慣れた家庭や地域で安心していきいきと暮らしていくために、地域住民や地域の各種団体、

ボランティア、福祉サービス提供者、行政などが連携し、制度によるサービスを利用するだけ

でなく、地域での人と人とのつながりを大切にし、お互いに助けられたり、助けたりする関係

を築きながら、共に生き、支え合える社会を実現しようとすることです」と書かれております。

このようなことも踏まえて、幾つか質問します。 

 小項目１としまして、愛西市の見守りにつながる活動について質問をします。 

 2010年であります、10月に実施された国勢調査では、65歳以上の高齢人口は23.1％に達し、

世帯の構成の内訳では１人世帯が最も多く31.2％となり、単身世帯がふえ続けております。 

 愛西市では、平成24年４月現在ですが、65歳以上は１万6,500人で、高齢化率は25.35％、ひ

とり暮らしは1,427人、高齢者世帯が2,163世帯で4,407人であります。市としても、孤立社会

から共助社会への転換する社会のあり方や取り組む必要があると思います。いまやひとり暮ら
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しや老老介護が増加する中で、本市でも見守りにつながる施策も実施しておられますので質問

いたします。 

 まず初めに、安否確認の取り組み活動についてお伺いします。 

 ２番目として、孤独死防止について。県内の公営住宅で、昨年度まで３年間で348人の孤立

死があったとの新聞報道がありました。本市におきましても、昨年から今日まで何人の孤独死

があったのか、実態についてお伺いします。 

 ３番目としまして、緊急通報システムの設置について、対象者はひとり暮らしの方が対象で

ありますけれども、例えば高齢者世帯で１人が病気で老老介護している方や、または息子さん

が単身赴任で昼間独居の高齢者の調査、面接をして、設置の緩和、拡大はできないかお伺いし

ます。 

 次に、緊急通報システムの設置状況についてもお伺いします。 

 それから、昨年１年間で利用者の通報件数は何件あったのかお伺いします。 

 それから、例えば対象外で実費負担だと幾らかかるかについてもお伺いをします。 

 ４番目としまして、昨年から取り組んでいます傾聴ボランティアの活動状況についてもお伺

いします。 

 小項目２としまして、介護サポーター養成についてであります。 

 愛西市地域福祉計画の中でも、地域福祉の充実についてのアンケート調査で、「あなたの地

域で積極的な取り組みが必要と感じることはどんなことですか」の質問に、「高齢者の介護等

に対する支援」が58.9％、「地域住民同士の助け合い活動」が58.9％と多くなっており、介護

助け合い活動が重要であります。介護につきましては、10月に地域住民が支え合える取り組み

を推進しています、広島県安芸高田市へ委員会の視察に行ってきました。安芸高田市では、少

子・高齢化に伴う高齢化社会を見据え、市民と行政、関係機関や団体が連携し、協働のまちづ

くりを目的とした市民総ヘルパー構想の一環としまして、介護サポーター養成講座を実施して

います。この事業は、支援を行おうとする市民を対象に、サポーターになるために市が実施さ

れる受講時間20時間の介護サポーター養成講座を年３回実施して受講し、就労された方を訪問

員として登録し、安否確認や話し相手、買い物、宅配支援など、地域で安心して暮らせるため

の応援活動であります。この事業は、市の社会福祉協議会に委託されております。本市におい

ても検討してはどうか、見解をお伺いします。 

 ２つ目でありますけれども、ホームヘルパー２級の支援の考え方がどうかということであり

ます。このことにつきましても、この視察先の安芸高田市は市民への受講料、助成ということ

で上限１万5,000円を補助して、介護サービスの充実を図っておりました。 

 最後にホームヘルパー２級についてなんですが、市内には何名ぐらいの方が取得されておら

れるのか、お伺いします。 

 以上、壇上にての質問を終わりまして、あとは自席からお尋ねをしますので、よろしくお願

いします。 

○総務部長（石原 光君） 
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 それでは、まず１点目の防災・減災ニューディールについて、この政策についての見解はど

うだという御質問でございます。 

 この提唱されております政策につきましては、先ほど議員の御発言の中にもございましたよ

うに、いわゆる高度経済成長の時期に集中的に整備された、社会的なインフラが老朽化をして

きておりまして、集中的な資本の投資が必要とされる時期を迎えていると。そうした時期を迎

える状況の中で、今後10年間で100兆円を投入し、社会資本の維持や更新を行おうとするもの

であるといった内容であるということは聞いております。そして、こういった投資を行うこと

によりまして、災害に強い国づくりを目指すことだけじゃなく、雇用の創出であるとか、経済

の活性化にも結びつけようとする一つの政策であると、こんなような認識といいますか、理解

をしております。以上でございます。 

○経済建設部長（加藤清和君） 

 本市の管理する橋梁の現状でございますが、市道にかかる15メートル以上の橋梁の数につき

ましては58橋あります。58橋については点検はさせていただきましたが、今後、その点検結果

に基づいて長寿命化対策の修繕工事を現在も施工中というような状況でございます。 

 それで、橋の経過年数のことをちょっと御説明させていただきますが、昭和37年から昭和46

年までの橋梁について９橋あります。昭和47年から56年までが34橋、57年から平成３年までが

９橋、平成４年から平成13年までが４橋、平成14年から平成23年までが２橋となっております。 

 それと、長寿命化修繕計画の進捗状況といたしましては、平成23年度に８橋修繕計画が完了

しました。今年度、３橋を修繕の予定を持っております。長寿命化修繕計画の進捗状況につい

ては、現在14％ということになっております。 

○教育部長（水谷 勇君） 

 学校の非構造部材の耐震化についてお答えをいたします。 

 平成22年度に、建物の耐震工事が終了いたしまして、天井につきましては、天井のある体育

館については耐震対策がされております。耐震補強工事の対象となっていた体育館、小学校６

校、佐織地区を除くわけですけれども、中学校２校につきましては、天井部材、照明器具につ

いても補強を行っているところでございます。 

 ただし、建築基準の改正により、新耐震基準施行後の建物におきましては、非構造部材につ

いて対象となっておりませんでしたので、点検により危険が確認された場合におきましては、

改修を行っていきたいと思っております。 

 また、点検の関係でございますが、非構造部の点検は、点検チェックリストを参考にして、

日常の学校生活の中で実施をしているところでございます。点検の内容につきましては、点検

チェックリストの脱落、変形、剝離、破損、変質、腐食等の確認を行っており、天井のほか、

照明器具、窓、ガラス、建具、外壁、内壁、設備機器としての放送機材、体育器具などを行っ

ているところでございます。点検により発見された危険箇所については、随時修理、改善を心

がけておるところでございます。以上です。 

○福祉部長（加賀和彦君） 
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 続きまして、高齢者の地域福祉につきましてお答えをさせていただきます。 

 まず最初に、安否確認の取り組みの状況でございますが、安否確認及び孤立死防止も含めて

おりますが、その取り組みといたしましては、乳酸菌飲料の配付、配食サービスの事業、それ

から緊急通報事業、御質問でもございましたように傾聴ボランティアの訪問事業、新聞店、あ

るいは牛乳販売店さんによる配達時の異変を感じたときの見守り等による依頼を進めている状

況であります。 

 それから、孤立死の状況でございますが、これはあくまでも職員もしくは民生委員さん等で

把握された人数ということで、きちっとした統計的なデータはございませんので、前もってお

断りをさせていただきますが、22年度で６件、23年度で３件、24年度で５件という状況でござ

います。 

 それから、緊急通報システムでございますが、これの対象者の拡大ができないかということ

でございます。現在、申請がありますと、申請に基づきまして、職員による面接等の実態調査

を行わせていただきまして、該当する場合にはつけさせていただくということになっておりま

すが、例えば長期間にわたり実態が独居であるとか、そういった場合には対応させていただく

というようなこともありますので、ケースによってはそういうこともあり得る状況でございま

す。 

 それから、日中独居の方には実費負担をしていただきまして、機器等の実費負担ですけれど

も、していただきまして、消防署にあります緊急通報のシステムセンターを利用していただく

と、そういった制度もございますので御紹介をさせていただきたいと思います。 

 それで、設置状況でございますが、24年11月末現在で368台という状況でございます。 

 それから、昨年１年間での利用者の通報件数でございますが、救急出動をしていただいた消

防署の救急車の出動していただいた件数ですけれども、64件でございます。それ以外にも、電

池切れだとか誤報だとか、そういった緊急時以外の通報もございますが、そちらが189件とい

う状況になっております。 

 それから、先ほど申し上げました緊急通報の実費負担の場合の価格でございますけれども、

機器等が５万190円、それから取りつけ等にかかる経費が１万3,860円、合計６万4,050円とい

う価格でございます。 

 それから、傾聴ボランティアの関係でございますが、平成23年２月に養成研修を始めまして、

７月から活動を行っていただいております。65歳以上の方で、親族、あるいは介護サービス等

による見守りが週１回未満の方を対象として始めたものでございます。民生委員さん等から、

そういった状況をお示ししまして、情報提供いただいた方が18名ございまして、また今、包括

支援センターで取り組んでおります基本チェックリスト、そういったものからの対象者も抽出

いたしまして、訪問して確認をさせていただいたりして、最終的には13名の方に今、月２回程

度の訪問を行っているという状況でございます。 

 それから、２つ目のヘルパーさんの２級の支援についての考え方でございますが、現在、市

内にございますヘルパー派遣の事務所について、10カ所あるわけでございますが、それぞれ各
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種団体等で実施しているそういった養成研修を修了していただくことが必要でございますが、

それに対する市からの支援につきましては、現在ところ考えておりませんので、よろしくお願

いいたします。 

 また、ヘルパーさんが市内には何名くらいの方が取得されているかということですけれども、

こちらのほうではちょっと把握をいたしかねますので、よろしくお願いいたします。以上でご

ざいます。 

○１６番（榎本雅夫君） 

 それぞれの答弁ありがとうございました。 

 それでは、幾つか再質問をさせていただきます。 

 防災・減災ニューディールについては、いろいろと公共事業のばらまきではないかという批

判もありますけれども、壇上でも言いましたけれども、老朽化した公共施設とか橋や道路など

の損傷が激しくなる前に改修・補強をすると、ハード面の対策に加えましても、防災教育とか

防災訓練などのソフト面の拡充も目指しております。防災対策を前倒しして集中的に取り組む、

命を守る本当に貴重な公共投資、予防保全が特徴であります。この政策は行わなければならな

いと考えます。 

 再質問で、橋梁について今部長からも答弁がありましたけれども、この点検方法につきまし

て58あるということで、今、古い順番からずうっと言われました。愛西市に、まず小さい道路

橋も入れまして幾つあるのか、また点検方法につきまして、58についてのどういう点検方法を

行っているのか、まずそれを最初に聞きます。 

○経済建設部長（加藤清和君） 

 愛西市の橋の総数でございますが、農道等の水路の橋梁だとかそういうものも全部入れます

と644橋というふうになっております。 

 それと、点検方法でございますが、基本的に点検方法につきましては、目視、打音、これが

基本的な点検方法になっております。それと改修の方法でございますが、これは実施設計をし

た中で、設計の内容によって修繕の順位も決めていきたいというふうに考えております。 

○１６番（榎本雅夫君） 

 今、古いのは昭和37年からずうっと平成23年ですか。昭和47年から56年というのが一番多い、

34あるということでありました。去年が８つの、ことしが３つで、今のところ11が終わってい

るという話で、その58をきちっと修繕するためのあとの計画というのはどういうふうなのか、

ちょっと教えてもらえますか。 

○経済建設部長（加藤清和君） 

 今後の計画でございますが、実施設計書をつくった中で、10年計画の中で長寿命化を完了し

たいというふうに考えております。 

○１６番（榎本雅夫君） 

 ありがとうございました。 

 それで、今のその15メーター以上の橋は、その644のうちの15メーター以上は58あるんだと、
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それで10年計画でいくんだと。とりあえず、今のところは11終わって、計画があるということ

なんですが、15メーター以下の橋は、15メーター以上はコンサルタントがやっているというこ

となんですが、15メーター以下の橋ですね、この文化会館の南にゲノタの川の向こう側に１本

あって、すぐそこに図書館のところがあるんですが、あそこだと約12メーターなんですね。そ

ういった橋も幾つかあると思うんですよ。そういったところは、コンサルタントじゃなくて、

市の職員でやるのか、あるいはまた昭和50年ですから、もう三十七、八年になろうかと思うん

ですが、そういったところはどういうふうな点検で、どういうふうに考えてみえるのかという

ことをちょっとお尋ねします。 

○経済建設部長（加藤清和君） 

 橋梁の点検の方法でございますが、これは５年に１回点検せよということになっております

ので、一般的にコンサルへ発注して見ていただくという方法と、当然いろいろな橋の状況があ

りますので、644ある中で全てコンサルへ発注ということじゃなくて、農道等の横断に係るボ

ックスだとか橋梁だとかいろんな形がありますが、一般的な道路については、職員で目視とい

うような方法も考えていきたいというふうに考えております。 

○１６番（榎本雅夫君） 

 ありがとうございました。 

 費用についてなんですけれども、費用の削減ということで、事例を紹介させていただきます

けれども、県と市との違いがありますけれども、青森県では30年後に県内にある15メーター以

上の橋の約70％が50年を迎えるとして、巨額な改修費用の確保が課題とされてきましたけれど

も、かけかえた場合ですと2,000億円かかるんだけれども、前もって維持管理をすればという

ことで、2006年に全国に先駆けて橋梁アセットマネジメントを開始して、従来の悪くなってか

ら直す方法から、悪くなる前に小まめに直す方法に転換して、費用を669億円削減できるとの

試算が出ています。県道路課は、ここが一番大事だと思うんですけれども、人間も定期的に健

康診断を行い、病気の悪化を防ぐのと同様、アセットマネジメントはまさに予防医学的な取り

組みだと言われています。 

 愛西市におきましても、今、部長のほうの答弁もありましたけれども、現在修繕計画を立て

ておられるということでありますけれども、いずれにしましても、予算のこともありますけれ

ども、市民が安心して通れるという安全な橋にしていただきたいと思います。 

 次に、学校の非構造部材の耐震につきましても、今、部長のほうからも答弁ありましたけれ

ども、体育館についても補強や照明器具の落下防止も行っているところであります。６月にも

質問をいたしましたけれども、点検チェック、約６カ月たっているんですけれども、その間、

点検して危険なところがあったのか、また修理をされたという報告があったのかどうか、その

１点だけちょっとお尋ねをいたします。 

○教育部長（水谷 勇君） 

 お答えします。 

 現在、佐屋小学校の体育館で照明の一部にふぐあいがあるという報告を受け、今、詳しく調
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査をし、改修の計画といいますか、方法を考えておるところでございます。 

○１６番（榎本雅夫君） 

 ありがとうございました。 

 いずれにしましても、体育館もそうですし、体育館は特に地域住民の避難場所ともなります。

また、児童・生徒さんもそうですけれども、校舎におきましても、児童・生徒の命を守るため

にも、そのようないい構造部材、いろんな耐震を、また日ごろから点検をしてお願いしたいと

思います。 

 次に、大項目の２なんですけれども、見守りにつながるという活動について、福祉部長に再

質問をさせていただきます。 

 安否確認につきましては、愛西市もいろいろ取り組みをされていますけれども、そういった

中で、今までに安否確認がとれて助かったという事例があったのかどうか、最近でよろしいで

すが、あったら教えてください。 

○福祉部長（加賀和彦君） 

 まだ、それこそ近々の状況でございますけれども、配食サービスの関係で、お昼を配食させ

ていただいておるわけですけれども、訪ねたときに返事がないということで、表のほうに回ら

れたところ、中で倒れられているという状況がありまして、救急車を呼んでもらって一命を取

りとめたといった例がございました。 

○１６番（榎本雅夫君） 

 ありがとうございました。 

 そういったいろんな活動を、配食サービスもそうですし、乳酸菌もそうですし、いろいろ愛

西市はやっているということであります。 

 孤立死について、やっぱり地域の方や親族とも交流が遮断されている中で多発しているとい

うのが実態でありますけれども、先ほど過去３年間の現状を見ますと、22年、23年、24年と６

人、３人、５人ということで、私も２回ほど孤独死に立ち会ったこともありますけれども、近

所の方が教えてくれたそういった経緯もあります。いただいた資料を見ますと、民生委員さん

が把握した人数でありますけれども、愛西市は民生委員さんが113名見えると伺っております

けれども、地域によりまして、受け持ちの世帯とか人数等は違うと思うんですが、多い方で何

世帯何人ですか、また少ない人で何世帯何人ぐらいを担当してみえるのかお伺いします。 

○福祉部長（加賀和彦君） 

 町内といいますか、町別で配置をしておりますので、その町の中の世帯数が少ないところに

ついては、やはり少ない状況にございます。民生委員さんで多い方ですと200名を超える受け

持ちを持っておっていいただく方もございますし、少ない人では、先ほども言いましたように

町単位でございますので、何十世帯といった方もあります。以上です。 

○１６番（榎本雅夫君） 

 ありがとうございました。 

 孤独死防止、さっきも部長も言われましたけれども、愛西市は乳酸菌、配食とかやっていま
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す。民間業者からの、例えば電気、ガス、水道の民間業者はなかなかしょっちゅう行くわけじ

ゃないもんですから難しいと思いますけれども、やはり隣近所、民生委員さん方にお願いする

ことになりますので、今、部長が言われましたけれども、大きいところだと１人が200世帯も

回られるということであります。なかなか大変なところもありますので、その辺は本当に連携

を密にしていただきたいと思います。 

 次に、緊急通報システムについてでありますけれども、今、地区別の資料も見ますと、24年

11月現在で佐屋地区では150と、立田では23、八開12、佐織183台が設置されているということ

でありますけれども、今、申請をして、以前はもう待機待ちということでなかなか申請してか

ら半年とかいろいろあったですが、今の状況はどうでしょうか。 

○福祉部長（加賀和彦君） 

 以前そういった御指摘もありまして、今、新規で購入させていただく台数をふやさせていた

だきまして、そういった待ちのないような状況にさせていただいております。 

○１６番（榎本雅夫君） 

 ありがとうございました。 

 確認でありますけれども、緩和が、拡大ができないかということで、先ほども言いましたひ

とり暮らしが対象でありますけれども、高齢者世帯で奥さんが病気で御主人もぐあいが悪いと、

そういう方につきましても、なかなか調査しても設置はできないか、再度お伺いします。 

○福祉部長（加賀和彦君） 

 先ほど値段のお話をさせていただきましたんですけれども、結構お金もかかりますし、最近

台数もふえておりますし、安否確認についてはいろんな方法でやっていきたいという、そうい

った思いもございまして、こんな状況で進めさせていただいておる状況でございますので、御

理解いただきたいと思います。 

○１６番（榎本雅夫君） 

 ありがとうございました。 

 実費でつけると１台６万4,050円ですね。まず１つは、これをつけている実績があるかどう

かというのが１点と、それからさっき日中独居の方が３人見えるという話でありましたけれど

も、どのような方でしょうか。その２点をお伺いします。 

○福祉部長（加賀和彦君） 

 センターの利用でございますが、最近ちょっと切りかわりまして、以前はございましたんで

すけれども、今は現状ではございません。 

 それから、日中独居でございますが、これは世帯上はお２人になっておりますけれども、実

態がお１人という、そういったケースがございまして、つけさせていただいておる状況でござ

います。 

○１６番（榎本雅夫君） 

 ありがとうございました。 

 それで、さっき通報が１年間で64件あったという、そういった中で、通報があった中で、重



－９８－ 

体の方とか、そういった実態が把握されればまた教えていただきたいと思います。 

○福祉部長（加賀和彦君） 

 件数等の報告はございますけれども、そういった細かい状況までは把握しておりませんので、

申しわけありません。 

○消防長（横井 勤君） 

 ただいま榎本議員の御質問でございますが、消防署ではセンター設備として、救急車のほう

の出動状況を把握しておりますので、ただいまの質問で重症という形でございますが、今の昨

年の64件中、重症者はおりませんが、中等症が９名、軽症が43名、その他というのが12名おり

ますけれども、この64件中には無言通報も入っております。無言通報が10件ありまして、その

方で無言通報があった場合には、ペンダントもありますので、何かあったということで出動し

ておりまして、何もなかったということで帰ってきております事案が10件ありまして、現場へ

ついたらおさまったというのもありましたので、そういう形でございます。 

 平成24年にありましては、重症者が１件、中等症が９件、軽症が44件ということで、このシ

ステムについては有効に活用しておると思っております。 

○１６番（榎本雅夫君） 

 ありがとうございます。 

 さっき部長も言われましたけれども、通報、緊急以外では電池切れだとかが85ですか、全部

でとにかく電池切れも含めて、いろんな電池切れもないような体制、点検をお願いしたいと思

います。 

 最後になりますけれども、傾聴ボランティアについては、１点だけちょっと聞きたいんです

が、昨年から始まって月２回ということで訪問されていると。そういう中で、何か問題があっ

たとか、あるいはそういった報告される課題の中で、何かありましたらまた教えていただきた

いと思います。 

○福祉部長（加賀和彦君） 

 訪問していただきますと、どんな状態であったかということをこちらのほうへ報告をいただ

くようになっておるわけですけれども、現在のところ、緊急な状態であったというような報告

はありませんので、よろしくお願いします。 

○１６番（榎本雅夫君） 

 ありがとうございました。 

 最後の質問です。 

 介護についてなんですが、介護サポーターについては、安芸高田市と高齢化率とか地理的条

件や地域についても本当に違いますけれども、将来の取り組みにつきましては参考になるので

はないかと考えます。愛西市は、安否確認に配食サービス、先ほど部長からも安否確認でした

ら、そういった事例も紹介していただきました。また、見守りにつきましても、定期的に民生

委員さんが対応しているということでありますので、いずれにしましても、そういった民生委

員さんもそうですけれども、いろんな状況を聞きながら、ぜひひとり暮らしの方、高齢者の方
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が安心して生活ができるような取り組みの拡充を、今、かなりやってみえることは承知はして

おりますけれども、今後につきましても、いろんな取り組みをしていただけることを要望しま

して、質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（加賀 博君） 

 16番議員の質問を終わります。 

 ここで休憩をとらせていただきます。再開は２時25分といたします。 

午後２時12分 休憩 

午後２時25分 再開 

○議長（加賀 博君） 

 休憩を解きまして会議を再開いたします。 

 次に、通告順位５番の14番・加藤敏彦議員の質問を許可いたします。 

○１４番（加藤敏彦君） 

 それでは、通告に従いまして一般質問を行います。 

 住民が平和で安心して暮らせるまちづくりを目指していくという立場で一般質問を行ってま

いります。 

 きょうは、１つには交通安全対策について、そして１つには業務委託契約についてお尋ねを

いたします。 

 １つ目の交通安全対策についてでありますが、勝幡駅周辺整備事業、これは北側につきまし

ては、来年４月から供用開始という予定で工事が進められております。この安全対策につきま

しては、以前にも取り上げてまいりました。以前取り上げた内容としては、１つ目には勝幡の

内田歯科前の交差点、それから２つ目には、勝幡駅西の踏切の北側の丁字路、３つ目には、以

前銭湯があったところの市道の取りつけ部分の安全対策、４つ目には駅前ロータリーから勝幡

小学校東の道路への接続の部分の対策を取り上げました。 

 現在、内田歯科前の交差点は、取りつけ道路の変更によってスムーズに通れるようになりま

した。しかし、他の部分は改善がないか、これからの工事になるなど、まだ対策はわかりませ

ん。勝幡駅西の北の丁字路について、安全対策について、どのように検討されるのか伺います。

また、この部分の横断歩道についても、東西方向はありますが南北の横断歩道が必要と考えま

す。 

 次に、駅前ロータリーから勝幡小学校東の道路について、どのように計画されるか。また、

中日新聞店の交差点から駅前ロータリーにつながる道路はどのように計画されるか、お尋ねを

いたします。 

 道路の安全対策以外についてもお尋ねいたします。 

 １つは、地下道の安全対策であります。今、社会的に治安が悪くなるということで、地下道

を通行することに不安を持たれる方がふえております。防犯カメラなどの設置を要望してまい

りましたが、どのような計画になるのでしょうか。 

 次に、安全対策の２項目として市道９号線、これは佐織庁舎の西側の道路のことですが、に
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ついてお尋ねいたします。 

 日本共産党がことし行った庁舎アンケート、この中にも住民の声が寄せられております。佐

織公民館西側の用水路を塞いで、自転車道・歩道をつくってほしい。佐織保育園と庁舎の間の

信号から、藤浪駅に向かう南北の道は歩道がない上に交通量が多いため、とても危険、早急に

対策を打ってほしい。あとは、上記に書いた信号から少し南側に行ったところに押しボタン信

号を設置してほしいです。西側から公民館のほうへ渡りたいが、ほとんどの車がとまってくれ

ず困っています。愛西市をより住みよいまちにしていってくださいと。 

 市道９号線の安全対策については、住民アンケートを行いますと毎回このような要望が寄せ

られます。私も、繰り返しこの問題を取り上げてまいりました。この間、カーブミラーの設置

や、消えた白線の舗装などは行われてまいりましたが、住民が安心して通行できる状況にはな

っておりません。住民の声にある用水路を塞いで、自転車・歩道をつくってほしいということ

については、将来の計画として可能性はあるものの、すぐにできないことは議会の答弁でなさ

れております。 

 何とかできないか。現場を見てみますと、佐織庁舎の西側には、この用水との間に2.5メー

ターの生活道路が確保されております。佐織公民館の南側の住宅のところには、用水と住宅の

間に3.6メーターの道路がつくられております。さらに、甚目寺佐織線、今はあま愛西線と言

うそうですが、この交差点の北東の住宅のところは、用水の暗渠化に伴い、４メーターの歩道

が整備されております。この間は、農業用の道路があります。佐織庁舎から、甚目寺佐織線ま

で、用水路の東側には歩道の役割を果たす道路が整備できるように考えますが、市として住民

の安全確保のために検討していただきたいと思います。 

 それから、市道９号線につきましては、先ほどの住民の声の中に、佐織保育園の信号から少

し南側に行ったところに押しボタン信号を設置してほしいという要望がありますが、周辺住民

の声としても、佐織公民館の西南に用水路を渡る橋がありますが、ここを住民の方はよく利用

されます。佐織公民館や体育館、福祉センターを利用される方、また中学生なども通学路で利

用しております。住民生活において、保育園の交差点から県道の交差点まで横断するのは大変

なことであります。この場所で安全に横断できるような整備をぜひとも検討していただきたい

と思います。 

 それから、もう１カ所、安全対策を要望いたします。 

 これは、藤浪駅から西へ市道９号線に出るところに横断歩道がありますが、ここに押しボタ

ン信号を整備していただきたいということです。住民の方から、あの横断歩道は危ないから信

号機をつけないかんわと言われましたが、稲沢から津島に抜ける道路として、県道の信号が青

ならスピードを落とさずに走る車もありますので、ぜひ検討をいただきたいと思います。 

 次に、２項目めの業務委託契約についてお尋ねをいたします。 

 愛西市は、清掃業務や巡回バスの運転など、業務の委託を行っておりますが、業務委託の件

数はどのくらいあるのでしょうか。金額的に幾らぐらいになるのでしょうか。また、業務委託

をする場合に、入札契約で行うものと随意契約で行うものがあると思いますが、それぞれどの
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くらいの割合でしょうか。 

 業務契約を行う場合に、何を基準に見積もりを出しているのでしょうか。例えば、清掃業務

の場合、その仕様書の基づいて見積もりが出されているのでしょうか。 

 お手元に一般質問の資料として愛西市の清掃業務の仕様書と、あとは隣の津島市の清掃業務

の仕様書を用意していただきましたが、愛西市の仕様書を読みますと、１の業務委託条件、

(1)この仕様書は業務の概要を示すものであるから、本書に定めがない軽微な作業のうち、愛

西市が美観、または建物管理上必要と認めたものは、相互協議の上実施するとなっております。

清掃業務を客観的に把握し、必要な費用を積算できるものにはなっていないと思います。これ

では、予算が経験的なものになってくると思います。 

 清掃業務についての考え方ですけれども、清掃は人の健康を守る衛生性、人に快適さを与え

る美観、建築物の機能を長もちさせる保全性、建築物各質の安全を確保する安全性の維持を目

的にしていると思いますが、この清掃の目的を達成するためには、清掃内容ごとに日常的に行

う清掃、日常清掃と、定期的に行う清掃、定期清掃を適正に分け、計画的かつ統一的な方法に

よる清掃を行うことが必要だと思います。 

 また、建築物の利用者や使用者への衛生的環境の確保だけでなく、清掃従事者や利用者、使

用者の安全衛生に注意を払うとともに、自然環境保護の観点から、環境負荷軽減に寄与する清

掃を行うことが必要だというふうに思います。そういう面からいっても、この愛西市の清掃業

務の仕様書は不十分なものだというふうに思いますが、どうでしょうか。 

 隣の津島市の清掃業務の仕様書を見てみますと、同じ仕様書でも大分違うと思います。担当

にお話を聞きましたら、津島市はまだ清掃業務は随意契約で入札は行っていません。入札がで

きるように仕様書をもっときちっとしたものにしていきたいというふうに話してみえましたの

で、津島市の仕様書もまだ改善が必要だということだと思います。 

 清掃業務に続きまして、巡回バスの運行管理の委託仕様書も見せていただきましたが、巡回

バスの仕様書については巡回バスの運行上の注意点、(1)として、管理運営業務終了後には業

務日報を提出することと述べられておりますが、この清掃業務の仕様書には点検報告の項目が

ありませんが、どのように行っているでしょうか。 

 ホームページで他の自治体の仕様書なども見てみますと、例えば名古屋市の場合は業務の報

告、業務の検査、現状確認、業務終了検査チェックシート、業務体制検査チェックシート、自

主検査チェックシート、聞き取りチェックシート、総合評価表、改善指示書、改善報告書とい

う項目まであるわけでありますが、この報告や点検について、どのように考えられているか、

お尋ねをいたします。 

 また、入札結果などについてはどうなっているでしょうか。 

 業務委託につきまして、公正な競争をということで、市の仕事を業務委託する場合は、でき

るだけ公正な競争が行われるように、見積もりのもととなるのがこの仕様書だと思いますが、

こういう愛西市の概要的なものじゃなくて、客観的なものを作成することがぜひとも必要だと

思います。そして、公正な競争が行われないようなときには、市が直接業務を行っていくとい
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うことも必要ではないかと思っております。 

 また、業務契約につきましてですけれども、この間、日本共産党議員団が取り上げているの

はワーキングプア問題ですが、市の業務はサービス業務が多く、人件費の比重が高いと思いま

す。業者が落札するために人件費をどんどん下げることもあるわけでありますが、そのことが

ワーキングプア、働く貧困層を生むことになってはいけないと思います。それを防ぐ方法とし

て、公契約条例、契約した業務で働く人の最低賃金を自治体が決めることの取り組みが始まっ

ておりますが、愛西市でもぜひ取り組んでいただきたいと思います。 

 以上、壇上の質問を終わり、あとは自席で質問をさせていただきます。 

○経済建設部長（加藤清和君） 

 勝幡駅西の踏切北の丁字路についての御質問でございますが、これにつきましては、愛知県

警察本部の交通規制課との協議により、当初の計画で右折レーンを設けておりましたが、警察

からの指導により交通安全面から右折レーンはなくすようにという指導により、計画させてい

ただいたものですので、よろしくお願いいたします。 

 次に、旧の勝幡１号線との取りつけ道路の交通安全対策でございますが、これは踏切の北側

から左折というようなことはできません。また、東から右折ということもできません。ロータ

リーから東へ行く場合については南側の左折のみということになりますので、これについては

安全対策はなされているように考えております。 

 続きまして、新聞店からロータリーへ入る道路の取りつけの問題でございますが、これにつ

きましても、ロータリーからそちらのほうへ直接入ることができないような状況にしてありま

すので、ロータリーへ入るのは基本的に左折というような形になりますので、この安全面につ

いても、そのように協議はさせていただいております。 

 続きまして、地下道の防犯カメラの関係でございますが、これについては北側駅周辺につき

ましては６台の防犯カメラを設置し、南側については２台の防犯カメラの設置ということで、

防犯の面ではそのカメラで補えるというふうに考えております。 

 続きまして、市道９号線と並行している用水路の東側の歩道の設置ということでございます

が、用地の状況を調べさせていただきますと、これにつきましては用水路敷地や私有地となっ

ており、歩道整備は困難な状況ではないかなあというふうに思っております。 

 それと、佐織公民館の西南の交差点に横断歩道をというような御質問でございますが、これ

につきましては、横断歩道の設置については津島警察署のほうへ協議をさせていただきたいと

いうふうに考えます。 

 次に、藤浪駅西の横断歩道に押しボタン式の信号機の設置ということですが、これは当初計

画させていただいたときに、津島署のほうとかなり協議をさせていただきました。ただ、警察

署のほうからは、あま愛西線と津島稲沢線の信号間の距離が近いということで、信号の設置は

難しいというような返答をいただいております。よろしくお願いします。 

○企画部長（山田喜久男君） 

 私のほうから、清掃業務、業務委託の関係の全体にかかわる考え方について、お答えをさせ
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ていただきます。 

 まず、業務委託の件数、金額はというお尋ねでございました。市全体の業務契約数というの

は私どもで把握をしておりません。各担当のところでの契約ということになっております。 

 そして、入札、随契の関係でございますけれども、入札においては24年度に業務委託契約と

しては25本入札をかけております。 

 それから、何を基準に入札額、見積額を出させているのかということでありますけれども、

議員から御紹介がありました清掃業務、バスの委託、それから業務委託の中にはコンサルタン

ト委託というのもございますけれども、一般的にはコンサルタントの測量設計業務については

設計書を作成いたします。お尋ねの清掃、それからバスについては、議員から御紹介がありま

したような仕様書に基づく、日常清掃、定期清掃についても同じような内容かというふうに思

っております。 

 それから、点検、報告はどのように考えているのかというお尋ねでありました。これにつき

ましては、私ども愛西市委託業務監督及び検査要領、こういった要領を策定しております。こ

れに基づきまして、議員から御質問の中でも多々ありましたように、報告等々の定めがされて

おります。これに基づき点検、それから監督等を行っております。 

 それから、入札の結果はということで、先ほど25本入札をしました。これはコンサルタント

の分も入っておりますけれども、落札率につきましては88.1％でございます。このうち、バス

の運行業務につきましては３本ございまして、落札率が88.8％、それから清掃業務につきまし

ては５本ございます。77.7％という結果でございます。 

 それから、ワーキングプアの関係での最低賃金保障のための公契約条例の考えはということ

でございます。これにつきましては、たびたびこの議会でも御質問いただいておりますけれど

も、民間における経営にかかわる内容になろうかということで、今までの御答弁どおり、まだ

時期尚早ではないかというふうに考えております。以上でございます。 

○総務部長（石原 光君） 

 全体的な考え方については、先ほど企画部長のほうから答弁をさせていただいた内容に変わ

りございません。もうちょっと絞りまして、先ほど巡回バス等清掃業務について御質問いただ

いているわけでございますけれども、少なくとも、先ほど議員のほうからお話ございましたよ

うに、巡回バスにしろ、清掃業務にしろ、仕様書というものを作成しておりまして、その仕様

書の基準に基づきまして見積もりを徴収すると。一方では、先ほど企画部長が申し上げました

全体的な基準という、ガイドライン的なものは設けております。それに即した中で、今事務を

進めているのが現状です。 

 そして、殊に巡回バスの関係につきましては、点検業務の報告ですね、これは毎日日報的な

ものを総務課のほうに提出をさせております。その中で、いわゆる運行上の管理も含めて、当

然運転者の氏名から、日常のそういった点検業務も含めて、きちっと毎日日報をいただいてお

ります。 

 それから、清掃業務の関係につきましては、これは日報という形はとっておりません。その



－１０４－ 

状況の目視という形をとっておりますので、これがいいかどうかという部分については、これ

から検討するべき課題であろうというふうには考えております。 

 そして、先ほどきょうも資料という形で、一応、議員さんのほうにも配付されております仕

様書の中身の問題です。津島市さんの例も一応見せていただきました。ただ、この仕様書も問

題については、以前にも議員さんからもいろいろ御指摘をいただいた経緯があります、これは

巡回バスの関係で。そのとき私申し上げたのは、一遍先進的な他市の状況も含めて、私どもと

してもよりよい仕様書というものを作成したいというのに変わりはありません。ただ、今現状

の仕様書は、恐らく旧町村時代からの仕様書というものを現在まで引っ張ってきておるという

のも一つあるのかなあと。ただ、清掃業務の関係につきましては、議員のほうからも資料で配

付していただいておりますように、愛西市役所本庁、それから佐織庁舎、文化会館、この３つ

の大きな従来からの日常清掃業務については、仕様書的なものは統一をしております。しかし

ながら、その中にまだ欠落しておる部分があるんじゃないかという御指摘もありますので、こ

の関係につきましては、25年度契約に向けて、一層仕様書の中身をよく検討しまして、よりよ

いものに改正をしていきたいという考え方で今後取り組んでいきたいなというふうに思ってお

ります。以上です。 

○１４番（加藤敏彦君） 

 それでは、再質問を行っていきます。 

 まず、交通安全のほうですが、勝幡駅につきましては、まず住民からも声が出ております踏

切北の丁字路の安全対策ですけれども、現状走りますと現在まだ工事中で、ロータリーからの

車が走ってこないわけですが、これが供用開始になって、ロータリーから東から西へ来た場合

に踏切を横断して、北に向かっている車との関係が非常に交通量もふえてくるのと、それから

一番問題は、やはりセンターラインをはみ出して回っていく場合が多いと。それは、スピード

を出し過ぎだと言われればそのとおりかもしれませんけど、例えば自転車道のための１メータ

ーくらいの幅があって、センターラインがもう少し北側に移るとか、回る角度がもう少し鋭角

から鈍角に改善されるとか、そういうことが必要ではないかと思いますが、県警の交通規制課

のほうからの指導で右折レーンもできなかったということと同時に、現状でいくと、やはり供

用開始になったら事故が起こるんではないかというふうに心配をしておりますが、市としては

そういう心配は持たれているんでしょうか。現状の見方、県が言ったらそのとおり大丈夫とい

うふうに言い切るのかどうか、非常に私心配しておるんですけど。 

○経済建設部長（加藤清和君） 

 今議員が言われましたように、そういう問題等も警察のほうへ提案はしております。そうい

う中で、交通規制課としましては、あそこで絞ることによってスピードを落とすと、こういう

ような目的もございまして、あとは利用状況に応じて、交通量等も踏まえた中で踏切と近いと

いう問題等もありますので、その状況を見た中で、今後の対策というふうに市のほうとしては

考えていきたいというふうに思っております。 

○１４番（加藤敏彦君） 
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 事故が起きてから信号機がつくとか、そういうことにならないように何とかしたいんですけ

れども、そういう心配だけは持って、市としても県警のほうには一応伝えているけれども、県

警としては現状のような形を提示してきておるという点で、事故が起きてはいけませんけれど

も、そういう可能性は非常に高いと思いますが、そういう場合どうされますか。 

○経済建設部長（加藤清和君） 

 決して事故が起きてからというふうには思っておりません。現実として、加藤議員からも内

田歯科の問題等も指摘いただきまして、状況ができた段階で現場も確認させていただきまして、

改善ということも考えておりますので、利用状況によって判断をした中で警察へ協議をしてい

きたいと、このように考えております。 

○１４番（加藤敏彦君） 

 やっぱり、スタートは現状でということですけれども、状況を把握した上で必要があればす

ぐ協議へ入るということは確認させていただきたいと思います。 

 それから、駅前ロータリーと既設道路の安全対策ですが、特に小学校東の道路、勝幡１号線、

旧１号線とかの関係でいくと、ロータリーから東のほうには２車線と、小学校東の道路は１車

線というような形で安全だというふうに、右折のみだから安全だというふうな答弁ですけれど

も、入ってくる車もあれば、出てくる車もあって、あそこら辺の丁字路部分をどんなふうに計

画をされるのか、お尋ねいたします。 

○経済建設部長（加藤清和君） 

 議員が言われました勝幡１号線につきましては、入ってくる車は基本的にありません。東へ

出る車が左折という形になりますので、そこで出入りということはないという状況です。 

 それとプールのところ、その問題につきましては、この前一応名鉄さんにもちょっとお願い

はしたんですが、名鉄の用地を少し利用させていただくことによって、あそこの交差点部分が

多少でも広くならないかというようなことで、交差点の東までを改良できればというようなこ

とで、現在名鉄にお願いをさせていただいております。 

○１４番（加藤敏彦君） 

 できるだけ安全にということで、プール東側の道路については、交差点の部分が広くとれる

ようにという交渉ということですが、そこら辺の見通しはどうなんですか。大体、広くとれそ

うだとか、どんな見通しなんですか。 

○経済建設部長（加藤清和君） 

 現段階では、名鉄さんの用地をうまく利用することによって、現用地幅で最大の利用ができ

るような形で調整ができるものというふうに考えております。 

○１４番（加藤敏彦君） 

 それは、ぜひ実現していただきたいと思います。 

 次に、勝幡駅北側の周辺整備とも関連するということで、地下道の安全対策についてお尋ね

いたしましたが、以前、安全対策ということで回転灯だとか、非常ブザーとか、そういうこと

も改善していただきましたが、新しく延長する地下道についての安全対策で、そのような部分
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はどうなるのか。あと照明とか、今、既設の地下道には勝幡小学校の生徒さんの作品が展示し

てありますけど、そういうような地下道がなるべく明るく利用できるように、そういう壁に市

民の何か作品を展示するとか、そういうような活用の仕方なんかもいいんではないかと思うん

ですけれども、そういう地下道の利用や安全対策についてどうなっているのか。 

 先ほどカメラにつきましては３台ということで、３カ所階段ができますので、それぞれの階

段に設置されるのかということについてお尋ねいたします。 

○経済建設部長（加藤清和君） 

 今御提案いただきました地下道の延伸部分の壁の利用という問題につきましては、学校のほ

うへ提案をさせていただいて、そのような利用の方法も考えたいと。それと、地下道というの

は暗い場所ですので、なるべく照明等も含んだ中で利用のしやすいように整備を考えたいなと、

このように思っております。 

 それと防犯カメラの関係ですが、防犯カメラ３台ということじゃありません。北側６台と南

側２台ということで合計８台と。当然、地下道の出入り口がきちっと映るようにと。それと非

常ベル等の設置についても、利用しやすい形の中で安全面は考慮したいというふうに考えてお

ります。 

○１４番（加藤敏彦君） 

 １つは、防犯カメラについては地下道の部分だけのことで今取り上げただけで、駅周辺整備

事業の全体の数としては８台。８台がどこに設置されるかについても紹介いただきたいと思い

ます。 

 あと壁の有効利用ですけれども、やっぱり小学校に利用していただくとか、また地元のコミ

ュニティー活動の中で利用していただくとか、なるべく市民に楽しんでもらえるとか、喜んで

もらえる、そんな考え方があればいいなというふうに思います。 

 じゃあ、防犯カメラの位置だけ確認をさせていただきます。 

○都市計画課長（恒川美広君） 

 今の防犯カメラの位置でございますけれども、あくまでもまだ、これについては計画段階で

ありますんで、位置については確定しないことを前もって言っておきます。 

 計画については、まず踏切のすぐそばの自転車置き場に１台と、あと駅舎の西に１台、ロー

タリーの北側の、先ほどの中日新聞から来た丁字路のところで１台と、それと既設の地下道の

階段に１台と、それと新設の駐輪場のところに１台、それと延伸しました地下道のところに１

台と、６台であります。以上です。 

○１４番（加藤敏彦君） 

 もう少しお尋ねいたします。 

 防犯カメラについては、以前部長が答弁されたことがあると思うんですけど、そのときはこ

の地下道の中じゃなくて、外に１カ所で全体を見られるような形で提案があって、今回８台と

いうことは大奮発というか、非常に充実された提案だと思いますが、そこら辺の防犯カメラに

対しての計画の変更というか、発展というか、それについてちょっと説明願いたいのと、どう
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いう性能・機能のものか、要するにモニターがあるのか、記録型なのかとか、あとは幾らぐら

いの費用がかかるのかについて、ちょっとお尋ねいたします。 

○経済建設部長（加藤清和君） 

 今の御質問でございますが、全体が把握できるようにというような計画で台数は計画させて

いただいております。費用につきましては、現段階では把握はしておりませんが、当然保存が

できるように、録画ができるようにというような形で記録が残せられるものを考えております。 

○１４番（加藤敏彦君） 

 じゃあ、もう少しお尋ねします。 

 どのくらい録画したものが保存されているんでしょうか、その性能としてね。 

○経済建設部長（加藤清和君） 

 基本的に30日ぐらいというような計画で考えております。 

○１４番（加藤敏彦君） 

 では、防犯についてはそのくらいにいたしまして、あと今、工事が進められているトイレで

すね。トイレにつきまして、この間、障害者トイレについては、車椅子の方から多目的トイレ

になると、障害者が利用したいときに本当にすぐ利用できなくて困るというような要望が市の

ほうにも寄せられておりますけれども、やっぱりそういう点の配慮というか、例えば多目的ト

イレなんだけど、やっぱり障害者マークを、車椅子マークをばんと載せるとか、いろんな方法

があると思いますけど、そういう要望についてどのように検討されるのか。 

○経済建設部長（加藤清和君） 

 基本的に、多目的トイレを利用していただければ、ゆったりと広いスペースで利用いただけ

るというふうに考えております。また、一般的なトイレの通路についても広く、車椅子も利用

できるような形で整備を考えておりますので、一般的なトイレの利用は藤浪と同じような形で

利用可能だというふうに考えております。 

○１４番（加藤敏彦君） 

 一般的なトイレが車椅子も利用可能なら、多目的トイレにこだわらなくて済むので、そうい

う要望はかなり改善されるのでいいことだと思います。 

 あと、共産党議員団のホームページにメールが２件ばかり寄せられておりますが、今工事の

関係で、駐輪場が仮設がなくなって狭くなったんですけれども、そういうことに対して、なぜ

駐輪場を狭くするかというような意見が出ております。 

 それから、駅の外にトイレをつくる必要性が理解できないと、無駄遣いではないかという意

見もありますが、それに対してどのように考えられるのか。 

 それから、あと市のほうが駅にトイレをつくると、構内にもトイレがあるんですけど、こう

いうトイレは引き続き利用できるようにしてもらうのが当然だと思いますが、そういう心配は

余分な心配なのかどうかについてお尋ねいたします。 

○経済建設部長（加藤清和君） 

 駐輪場の関係でございますが、今まで仮設で使っていただいていました駐輪場につきまして
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は、やっぱり工事の関係で一時的にというより、今までが仮設でしたので、本設をつくるとき

に機能回復ができるというふうに思いますが、一時的に仮設の駐輪場も移動して、同じような

形で台数は確保されておるというふうに段取りをとっておるつもりです。 

 それと、トイレについてですが、勝幡駅の無人化によりまして名鉄のほうから、今後トイレ

については維持管理できないから取り壊すと、こういうお話の中で、当然要望を出した中で、

各首長さんも含んだ中で、無人化だとかトイレの問題については名鉄のほうへ要望書を出させ

ていただいた結果ということで、取り壊しの方向で考えておるというような回答をいただいて

おります。 

○１４番（加藤敏彦君） 

 市がトイレをつくるから、運賃をとっている名鉄がトイレを撤去するのは、どうしても納得

できないので、結論は出ておるんですか、まだ引き続き交渉して延長をしていくということは

できるんですか。 

○経済建設部長（加藤清和君） 

 無人化によってトイレを取り壊すということでしたので、それの当然代替ということで藤浪

も同じような形で整備をさせていただいたと。それで、名鉄、現段階でいろいろ駅舎の計画等

も北側についても検討されていまして、トイレも取り壊すというような方向で整備をしておる

ような状況です。 

○１４番（加藤敏彦君） 

 その駅のトイレがなくなるのは、いつごろなんですか。その駅舎の工事の時期は。 

○経済建設部長（加藤清和君） 

 今の段階では、24年度に北側の整備ということの中でトイレの建設も今着手しております。

24年度、市のほうでトイレの整備をした後、駅舎の建築ということで、その段階で取り壊しと

いうような計画で名鉄は進めております。 

○１４番（加藤敏彦君） 

 24年というのは、３月末だよね。だから、勝幡駅の工事が行われるということなんですね。

しかし、利用者にそういう話をしますと、やっぱりそれは一旦改札を通って、またトイレに出

るわけにいかんもんで、ぜひとも残してほしいというのが声ですので、ぜひとも再交渉をお願

いしたいと思います。 

 あと、次に安全対策として、佐織庁舎の西側の道路についてお尋ねいたしますが、私、現地

を見て、ずうっと先の将来は用水の暗渠化で歩道が整備される可能性があるにしても、今やっ

ぱり道路整備に伴って交通量がふえて、それで安全対策をしてほしいという声が繰り返し寄せ

られる中で、やっぱり何とかしなければいけないと思うし、また先ほどの提案でいくと、将来

はそこが歩道になっていく場所にもなりますので、今部長のほうから非常に困難だというふう

な答弁がありましたけれども、可能性があるような気がしてしようがないんですね。なぜ困難

なのか、その可能性はないのか、それについてちょっとお尋ねをいたします。 

○経済建設部長（加藤清和君） 
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 加藤議員が言われたように、東側の用地については、まず個人有だとか、水路管理地という

ようなことで用地買収が発生します。その用地買収をした中で工事をやるというのが、その計

画として先ほど議員が言われたように、海部土地の水路の暗渠化というようなことも踏まえま

すと、現段階では着手するという状況にないというふうに考えております。 

○１４番（加藤敏彦君） 

 用地買収までいくと大変難しいと思いますけど、例えば用水の管理地ならば、借りて簡単な

歩道を整備することも可能ではないかというふうに思いますが、例えば用水の管理地が用水か

ら東側にどのくらいの幅であるんですか。 

○経済建設部長（加藤清和君） 

 用地の幅は、ほとんどないというようなことです。 

○１４番（加藤敏彦君） 

 じゃあ、用水の管理地ではなくて、民地ということなんですね。 

 やっぱり安全対策は、そこで歩道なり、生活道路なりが整備できれば、本当にいいことだと

思いますので、最初から投げるんじゃなくて、代替案のような形で課題として持っていただき

たいと思いますが、どうですか。 

○経済建設部長（加藤清和君） 

 ちょっとお答えとはずれるかもわかりませんが、現在、ＪＡ海部が佐織支店の建てかえの計

画を持っております。その中で、極力あそこの交差点改良も踏まえた中で、何とか用地の御協

力をいただくようにということの提案はしてありますので、そういう形の中で対応ができる部

分については考えていきたいというふうに思っています。 

○１４番（加藤敏彦君） 

 今、部長が答弁されたのは、ＪＡ佐織支店ですから、道路の西側に歩道を整備したいという

ことですね。じゃあ、それを確認して。 

 あと、答弁の中に、佐織公民館の西南の橋がかかっているところですね。ここについては、

横断歩道について協議をしていきたいということですけど、その見通しはどんなもんですか。 

○経済建設部長（加藤清和君） 

 当然、警察のほうへ利用状況を含んだ中で申し入れをしますが、設置については警察の判断

ですので、そこの部分については強くお願いをしたいというふうに考えております。 

○１４番（加藤敏彦君） 

 ぜひとも、これは実現していただきたいと思います。地元の人も、実現すれば大分安心され

ると思いますので、よろしくお願いします。 

 あと、次に業務委託についてお尋ねいたしますが、１つ、仕様書につきましては、総務部長

のほうから改正に向けてよりより仕様書を作成したいということですが、現在のは旧町を引き

継いでいるのでということですが、１つは積算できるような仕様書が必要だと思いますが、そ

こら辺はそういう考えを持っておられるのか、いかがでしょうか。 

○総務部長（石原 光君） 



－１１０－ 

 業務委託契約については、来年度の契約に向けて、よりよい仕様書を。よりよい仕様書とい

うのは、先進的な他の自治体でありますが、愛知県の仕様書がベストなのか、名古屋市の仕様

書がベストなのか、ちょっとこの辺研究してみなければならないなと思います。 

 それで、積算ができるような仕様書というのは、どうしてもちょっと今申し上げられません

けど、そういうものをこれから研究したいというふうに思っていますし、もし今回の津島市さ

んのような仕様書も御提案していただいておりますので、またこういうところがベストだぞと

いうのがあったらまた教えていただきたいなと思っていますし、担当のほうには、内部には次

年度に向けて、すぐには作成はできませんので、もうわずか４カ月の期間でございますが、25

年度から新たな仕様書に基づいて、きちっとした業務契約というものができればなあと考えて

おりますので、ぜひそういったいいものがあれば教えてください。私どもは私どもで協議して

取り組んでいきたいと思います。 

○１４番（加藤敏彦君） 

 どういうものがベストなのかというのは大変難しい質問なんですけど、仕様書をいろいろ見

てみますと、１つは愛西市と津島市を見比べるだけでも、例えば清掃管理の業務が何に基づい

て行われるかという点で、津島市の場合はこういう法的なもので根拠を持ってきて行っている

のと、それから清掃業務の量と内容ですね。どこでどれだけの面積があって、どういう業務が

必要かという、よく建築工事だとそういう仕様書でうたわれるんですけど、こういう清掃業務

でもそういう形でうたっているところは多いと思うんですね。だから、そういうことによって、

必要な作業量や時間なんかが積算されるというので、結構、見てきますと、どこどこの部屋は

どうなんだというので細かく附則の資料でうたっているところが多いと思うんですね。 

 それで、あとは清掃の、先ほど企画部長のほうは、委託業務監督の要綱で報告なんかを求め

ておるということですけど、やっぱり日常業務だったらやっぱり毎日日報か何かが出てくるの

が自然ではないかと思いますし、それから後で客観的に確認できる形がこれからは求められる

んではないかと。トイレなんか行くと、何時に誰々が清掃しましたと、よくこれが一般的にな

ってきておりますけど、そういうことが求められているように思いますので、そういう点では

建物なんかつくられると、それにあわせてそういう業務管理の仕様書をつくられるところが多

いと思いますけど、そういう点では参考になるところはいっぱいあって、ただ、改正をしない

と昔のままという形で、概要的なものとか、見積もりも一式とか、どんぶり的なものになって

基準的なものがないもんで、一定のやっぱり、先ほどの公契約との関係でも、どのくらいの仕

事量があって、どのくらいの人がいて、やっぱりこれだけの人が働いたらこのくらいの費用が

要るんだという、そういうワーキングプアにもなっていないよというような形にもつながって

いきますので、そういうものは一遍研究して、勉強していただきたいと思いますので、よろし

くお願いしたいと思います。 

 それから、企画部長が言われた、業務委託の全体を把握していないというのは、これからは

それではいかんのじゃないかというふうに思いますね。施設管理でも質問が出ておりますけど、

やっぱり業務全体を把握しながら、きょうは仕様書の問題を取り上げておりますけれども、そ
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ういうものがつながっておりますので、そういう点では内容の充実というか、レベルアップを

図っていくことにもなるので必要ではないかと思いますし、質問の前にちょっと総務のほうに

聞きに行ったら、業務の契約が600ぐらいある、すごいなというふうに、ちょっと概略で聞い

たんですけれども、やっぱり今職員を減らせば、それだけ外にお願いをすると。そういう点で

は、業務委託のほうがどんどんふえる部分がありますので、そこをまた掌握していくことが全

体を管理していく上でも必要な課題だと思いますが、そういう点でどうですか。 

○企画部長（山田喜久男君） 

 今の全体の業務委託をどこが把握するかということになろうかと思いますけれども、議員今

御質問の中で600件ほどというお話をいただきましたけれども、実は私、この質問をいただき

まして、じゃあ予算上、委託料の項目は何項目あるか、担当に拾ってもらいました。635項目

あるんですね。内容は、数千円の保守業務から、例えば保育園の運営委託、がん検診、ごみ収

集委託といった何千万、何億というものまであるわけですね。内容も御存じのとおり、本当に

簡単なものから、先ほどおっしゃる日々のものに係るものまで、いろんな業務委託がございま

す。じゃあ、それを統一的な、冒頭でお話ありましたけどマニュアルとか、そういったもので、

一くくりにするというのは至難のわざだと私は思います。 

 総数を把握するということであれば、各部局から随契何本と出してもらえば、それで済む話

なんですけれども、じゃあ内容の把握はということになると、これはとてもじゃない、担当の

ほうじゃないと難しいんじゃないかなというふうに思います。先ほど635本と言いましたけれ

ども、１項目で契約が５本とか６本になる委託料もあるわけですね。 

 私ども企画部で申しますと、コミュニティの指定管理料で、１行で１項目で拾ってあります

ね。だけど、相手は５団体あるわけですね。そういった中で考えますと、700本近いんじゃな

いかなあという、ちょっと想定ですけれども、そんなふうに考えております。以上です。 

○１４番（加藤敏彦君） 

 全体が600とか700とか、そういう対象の話をしておるということと、それから今答弁の中で

も、入札を行うのが25本で、あとは随意契約ということで、特に入札については、先ほどから

言っている積算の根拠になる仕様書などはきちっとしていくことが重要なのと、それから設計

書に基づくものがバスと清掃を除けば23本ということで、そこら辺は逆に仕様書とは違う基準

でやれるもんで、そういう点では今入札で行っているバスや清掃については、仕様書の改正が

必要な場合についてはしていただきたいというふうに思います。 

 あと公契約の話をしましたけれども、今10月１日から愛知県の最低賃金が時給758円、８円

上がったそうですけど、これを計算いたしますと、１日８時間、週40時間で52週掛けますと

157万6,640円、これで年間食べていけということになると、やっぱり大変低いと思うんですね。

それで、民間の経営にかかわる問題だけれども、行政がやっぱりワーキングプアをつくらない

ということが、もう一つの今の課題になっていると思いますので、そういう点では、業種によ

って単価というのは違ってくると思うんですけど、それは民間任せにせずに、行政としてもワ

ーキングプアをつくらないという考えに立つことが大事だと思いますが、その点の考えを再度
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確認したい。 

○企画部長（山田喜久男君） 

 この間、議員おっしゃいますように最低賃金の見直しがされた。これは、私どもも把握をし

ております。 

 ただ、そこの中で今計算していただいて157万という年間の金額になるんじゃないかという

数字ですけれども、例えば人によりますと、本当に個人個人の考え方があるわけですが、例え

ば旦那さんの扶養家族になってみえる奥様ですと、これだけの金額を逆にとってしまうと扶養

から外れる、保険料は払わなあかん、年金は払わなあかんという話になって、かえって赤字に

なるということを聞いております。したがって、そういった個人の方の事情もありますし、最

低賃金保障というのは労働基準法で決まっておりますので、私どもが、じゃあ市として時間

1,000円払いなさいというのはいかがなものかという考えでございます。以上です。 

○１４番（加藤敏彦君） 

 そういう考え方もありますけれども、ただお任せだよということはよくないと思いますんで、

きちっとね。本当は例えば時給1,000円でも年間210万ぐらいなんですよ。それでもやっぱりワ

ーキングプアというふうに言われると思うんですけど、そういう点ではお任せじゃなくて、き

ちっと払われておるというようなことも含めて、自治体が契約を出す場合には、そこまできち

っとこれから見ていく必要があるということですね。そういうことを強調したいと思います。 

 以上で終わります。 

○議長（加賀 博君） 

 これで14番議員の質問を終わります。 

 ここで休憩をとらせていただきます。再開は３時30分といたします。 

午後３時20分 休憩 

午後３時30分 再開 

○議長（加賀 博君） 

 休憩を解きまして、会議を再開いたします。 

 次に、通告順位６番の５番・下村一郎議員の質問を許可いたします。 

○５番（下村一郎君） 

 災害対策についてお尋ねをいたします。 

 12月７日に東日本で震度５弱の地震が起きて緊張しましたけれども、思ったより被害が少な

くほっといたしました。津波も東日本大震災以来、最高１メートルが観測されたということで

ございました。 

 私たちの住むこの地方は、先ほどもお２人の方からお話がありましたように、東海地震など、

大連動の大地震の起こる確率が高まっていることで、その対策は重要だと思います。我が市の

最大で最も重要な政策課題は震災対策であろうと思います。 

 さて、愛西市は、災害対策の最重要課題として、市民への迅速な情報提供の柱として、屋外

の拡声器の設置のために４億7,518万円の工事費予算を９月議会で予算化されました。また、
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屋内での災害情報を聞けるＦＭ放送の開設補助金が今議会に提案されております。 

 最初にこの点でお尋ねいたします。 

 屋内の拡声器の設置の行程はどのようになりますか。また、運用開始はいつごろを予定して

おりますか、お聞かせください。 

 あとは自席でお尋ねします。よろしくお願いいたします。 

○総務部長（石原 光君） 

 今回の同報無線、いわゆる防災無線の関係でございますけれども、先ほど議員のほうからお

話がございましたように、本年９月議会で、これは国の補助が相当つきまして、前倒しにより

まして子局の整備に要する経費を補正予算でお認めをいただいた、これが９月議会であります。

そして、今回12月議会では、事業期間がやはり相当かかりますので、今回繰越明許ということ

でお願いをいたしました。 

 それで、今後の予定といたしましては、年明けに一応業者を選定いたしまして入札を行いた

いということを考えております。そして、当然ながら臨時議会のほうをまた議長さんにお願い

をしなければならないと、このようなスケジュールを考えております。 

 そして、平成25年度中には、これは旧立田地内と佐織地区で再利用する予定の支柱、これは

立田も佐織もありますので、その支柱を除いた、いわゆる八開、佐屋地区でありますけれども、

その子局の整備を行いたいというふうに考えております。 

 そして、その後、新庁舎の完成を待って、今の庁舎から機器類の移設工事と、それから子局

の調整を行って運用開始と、こんなようなスケジュールになるのではないかなと思っておりま

す。 

 しかしながら、今回議員の皆様方にもいろいろ御議論をいただいております新庁舎の建設計

画が若干おくれる予定と考えておりますので、現時点では明確な運用時期を申し上げることは

ちょっとできませんけれども、少なくとも26年度末から平成27年度の早い時期までには、でき

る限りこういったものを整備するもんですから、早いこと運用したいなということは考えてお

ります。以上です。 

○５番（下村一郎君） 

 さて、コミュニティＦＭの放送開始は来年４月ということでございますけれども、災害情報

はどのように放送されるか、概要をお聞かせ願いたいと思います。 

○総務部長（石原 光君） 

 当然、きのうの話、コミュニティＦＭの質疑の中でもお話しましたように、当然通常の行政

的な情報、それが一般的な娯楽情報も入りますけれども、やはり一番我々愛西市にとって肝心

なのは災害情報だという捉え方をしております。 

 それで、きのうもちょっとお話しましたように、海部地域、津島市の７自治体、これは防災

協定を結んでおりますんで、その中で何がやっぱりベストなのかということを年内にも担当者

会議がありますので、今後中身についてよく詰めないかんなというふうに思っておりますけれ

ども、いずれにしても今議員が申しされたように、災害情報というのは、そういうコミュニテ
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ィＦＭを使って発進していくことということに変わりはありません。具体的なものが今後出て

きましたら、また皆さん方にお示しをしたいなというふうには考えております。 

○５番（下村一郎君） 

 今部長が答弁されましたように、我々が一番欲しいものは災害情報ということでございます。

そのコミュニティＦＭの場合、万一の災害の場合、強制的に放送される防災ラジオ、これは大

音量で強制的にスイッチを入れて放送されるということだそうでございますけれども、このコ

ミュニティＦＭ放送には、その強制的に大音量でラジオをつけるという機能が含まれているか

どうか、これについてお伺いします。 

○総務部長（石原 光君） 

 まず、このＦＭ放送によりまして、そういった設備が整いますと、そのＦＭ放送局から災害

があれば災害情報が流せるわけでありますけれども、今度、受け手としまして、今議員が申さ

れたのはＦＭラジオのことだというふうに理解をしております。それで、確かにＦＭラジオ、

ピンキリと言ったら悪いんですけれども、1,000円でも2,000円でもあります。それから8,000

円、9,000円のＦＭラジオもあります。議員が申されたラジオというのは、そのＦＭ放送から

発信されますと強制的に音量が切りかわると、そういった便利なラジオがあるそうです。そし

て、私もいろいろインターネットから引っ張り出しますと、強制的に自動的に音量が出るとい

うようなラジオもあるそうです。ですから、こういったラジオによって、そういった補完的な

今後対応をとっていくのか。これについては、私どもも以前にそういったお話をした経緯があ

りますけれども、もう一度、先ほど申し上げました自治体の状況も含めまして、また皆さん方

にきちっと御相談申し上げたいなというふうには思っております。ただ、おっしゃいましたラ

ジオの機能としては、そういうラジオはあります。そういうものを活用した中での災害情報と

いうものが取り組めれば、一番ベストではないかというふうには思っています。 

○５番（下村一郎君） 

 私の手元にある資料によりますと、一番近いところで高山防災ラジオということで、結局高

山市のＦＭ放送でそういう機能を持った放送を行っていると。これはあちこちにありますが、

月２回くらい、テレビでもやりますね、ルルルルルーという試験放送もやっておりまして、そ

ういうようなもので月２回ぐらいずつ実験をしておるということで、これは強制的に大音量で

流すもんで、万が一のときに室内におっても役に立つと。昔は、特別な受信機じゃないとなか

なか難しいと言われておったんですけれども、やっぱり技術の変化でそういうように変化して

きておるなという感じはします。 

 問題は、このコミュニティＦＭ開局が、試験放送を放送できるようなシステムになっていな

いとだめなんで、そういう面では、この協議をされるということでありますけれども、ＦＭ放

送の内容について、特に防災の面での働きかけをしないと進んでいかないと思うんで、この点

について、このような設備を備えるように要請すべきだと思いますが、御見解をお伺いします。 

○総務部長（石原 光君） 

 おっしゃるとおりであります。 
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 ７自治体それぞれがそういったような防災情報をとれるようなシステムというのが一番望ま

しいことでありますので、今言われましたように、信号を発信する、そういった機能も当然や

れるような体制をとっていかないかんというふうに個人的にも思っています。これは、７自治

体それぞれ防災担当、みんなそんな思いは、私はしていると思いますんで、先ほど言いました、

きょう御提案をいただきましたので、年内に担当者会議もありますので、きょう担当課長も出

席をさせていただきますので、そういった場でお話をしていきたいなと思っております。 

○５番（下村一郎君） 

 私のほうの資料で、宝塚市の防災ラジオについてすけれど、ここは１台8,400円ぐらいで売

っているという話だそうです。宝塚市は、このＦＭ放送で一般質問も放送しているというよう

なことも書かれておりました。先ほども言いましたけれども、従前は１台５万円とか６万円と

かいう話でしたけれども、8,400円、これは宝塚市の場合ですけれども、随分安くなっている

というのは思ったんですが、また別のところで200万円ほどのセンター装置を設置すれば、特

定地域だけに放送できる装置もあるということで、例えばこの地域に放送したいときは、その

地域に放送できるというようなこともあるそうですので、一応検討する必要があるのではない

かなという気はしますけれども、見解をお聞かせ願いたいと思います。 

○総務部長（石原 光君） 

 宝塚市の例を議員おっしゃいましたけれども、ほかに長岡市、私もちょっと勉強させてもら

いました。それで、現在では、先ほどピンからキリでちょっと言葉は悪いんですけれども、さ

まざまな価格帯でいろんな機能を持ったラジオが販売されていることは承知しております。そ

して、先ほど申し上げました防災ラジオを仮に採用するにしても、議員がおっしゃったセンタ

ー装置の設置、いわゆる特定地域対象への機器を設置し放送すると、そういったことも一つ考

えられるであろうというふうには思っています。 

 それで、当然このＦＭラジオ、防災に対する情報、先ほど申し上げましたように、もうちょ

っと突っ込んだ研究が必要ではなかろうかなというふうに思っておりますので、来年４月に開

局になりますけれども、それに向けて７市町村で、先ほど言われましたことも含めて協議をし

ていくことが必要ではなかろうかなというふうには考えております。 

○５番（下村一郎君） 

 ぜひ、科学の進歩はどんどん進んでおりますので、いろんな情報も得ていただいて、私のよ

うな上っ面だけの情報でどうこうということではないかと思いますけれども、要は市民の万が

一の情報伝達という意味ですから、よろしくお願いしたいと思います。 

 次に、佐織地区の現在稼働している防災無線、これは屋内の問題を言っているんですけれど

も、これは私としては、使えるうちはずうっと使ってほしいなという気はするんですけれども、

いつまで使用する予定か、お尋ねします。 

○総務部長（石原 光君） 

 佐織地区の防災無線につきましては、現在アナログ式という旧タイプですよね。それで、立

田地区がデジタル方式ということでやっております。それで、今回整備する防災無線につきま
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しては、いわゆる新しいデジタル同報無線ということで、この愛西市内一本化を図っていきた

いなというふうに考えております。そして運用開始が先ほど申し上げました、ちょっと庁舎の

スケジュールの関係もありますので、26年、27年度に運用を開始したいというふうに申し上げ

ましたけど、それまでの間は使っていただけるというふうには考えております。それ以降につ

いては切りかえていきたいという考えでおります。 

○５番（下村一郎君） 

 そこでお尋ねしたいのは、佐織地区の防災無線については受信機が配られておると思うんで

すけれども、これは有料だったんですか、無料だったんですか、佐織地区の防災無線は、お伺

いします。 

○総務部長（石原 光君） 

 一応、聞き及んでおるところによりますと貸し出しという方法です。 

○５番（下村一郎君） 

 そういう意味でいきますと、今回は随分値段も安くなっておるわけですから、ＦＭ放送の受

信機は、いずれにしても持ってない人は買わんならんという状況になるわけですし、特に防災

用のＦＭ放送の受信機、つまり防災ラジオということになりますと、新たに手に入れる必要が

あるというようなことがあろうかと思います。受信機については、当然無料で支給されると思

いますけれども、それで間違いがありませんか、お聞きします。 

○総務部長（石原 光君） 

 無料で配付するという、現時点でそういった方針は出しておりません。ただ、将来的に、先

ほど議員が申されましたように、従来の佐織方式の個別受信機をやりますと、大体１機当たり

４万から５万かかるということは聞いております。それを全世帯に配備しようと思うと10億く

らいかかるわけです、はっきり申し上げて。それが今、防災ラジオですと、ピンキリと言葉は

悪いんですけれども、2,000円、3,000円、5,000円、6,000円のものもあるわけです。それで、

議員が申されましたように無料で配付するという、今時点でそういった方針は出しておりませ

んので、まだこれから財政的なものもありますし、他市では一部助成をしておるというところ

も聞いております。その辺をよく一度研究した上で、７自治体の状況もありますので、もしそ

ういうような方針が出たら、また議会のほうへ当然予算も計上しなければいけない前提で、御

相談ないし、方針をお話しする機会があると思いますので、それまでちょっとお願いしたいな

というふうに思っております。 

○５番（下村一郎君） 

 ぜひ、その点については、愛西市でも例がありますので、過去にね。だから、無料の貸与に

ついて前向きに検討していただきたいなと思います。 

 次に、愛西市の避難所についてですけれども、万一浸水した場合、一番低い地域の永和学区

では、避難所の問題が相当大きなウエートを占めてくるということがあるわけですけれども、

永和学区の一時避難所は幾つあって、どの程度の収容能力があるか、お聞かせ願いたいと思い

ます。 
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○総務部長（石原 光君） 

 まず、永和学区内の避難所につきましては公の施設、いわゆる中学校、小学校、老人福祉セ

ンター、公民館、コミュニティセンター、児童館、そういった類いの公の施設が７施設ありま

す。その７カ所の収容施設を足しますと、大体1,500人ぐらい収容ができるような状況になっ

ております。 

 そのほかに、緊急的な一時避難場所としての民間施設は３施設あります。それぞれ収容人員

的なものをちょっとお聞きしますと、３施設、約220名ぐらいの収容人員が可能ではないかな

と、そんなような状況になっております。 

○５番（下村一郎君） 

 この地域は、全域が海抜ゼロメーターで、特に永和学区が低いわけですけれども、主に災害

の想定は地震が来た場合でも、大雨でもそうですけれども、水害ということが大きな問題で、

マイナスの2.6メーター、永和小学校のそばの道路でというような状況からいって、相当やっ

ぱり一時避難場所というのが大きなウエートを占めると思うんですけれど、今の人数ですね、

民間を入れて1,720人ですか、これではちょっと幾ら何でも少な過ぎるんではないかなという

ふうに思いますけれども、一時避難場所は長いこと外で生活するということにはならないと思

いますので、まず命を守るという面で重要ではないかなと思いますが、この一時避難場所であ

っても1,700人というのは、8,000人ぐらいお見えでしょうから、自分のうちで避難する人がお

るとしても、余りに少ないような気がしますが、この点についての見解をお伺いします。 

○総務部長（石原 光君） 

 先ほど申し上げましたのは、それぞれの施設の収容人員という形で、議員が申されましたよ

うに、あくまでも一時的は避難場所という捉え方をすれば、これよりも多少はもうちょっと入

れるような捉え方もできるわけで、あくまでも一時避難所ですから、可能ではないかなという

考え方は持っております。物すごい人数ということはできませんけれども、その収容人員的な

ものがある中で、若干のそういった収容も可能ではないかなというふうに思います。 

○５番（下村一郎君） 

 例えば、倍の人が入ったとしても、これは3,000人ぐらいということですから、実際にどの

ような状況になるかというのは、ある程度想定すれば出てくると思うんで、２階まで水が来な

ければいいですけれども、２階へ水が来るような浸水だった場合は、相当厳しいということは

言わざるを得ませんので、その点、具体的にはどういうふうにされようとしているのか。 

 もう１つですけれども、これは住民の皆さんからお話があったんですが、今の民間の３施設

というお話がありましたが、私立高校もあるので、そういうところも避難所にしてほしいとい

う声がありますが、これは民間の中に入っているのかどうか、あわせてお伺いします。 

○総務部長（石原 光君） 

 先ほど私、若干の余裕があるんではないかというふうに申し上げましたけど、議員が申され

たように、永和地区8,000人、じゃあそれが全部可能かといえば無理です。はっきり申し上げ

て。当然ながら、先ほど午前中の質問ではありませんけれども、やはり水害というのは、一旦
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堤防が切れれば水がざあっと来ますけれども、いろんな状況があると思います。ですから、そ

ういった状況に備えて、これも繰り返しになりますけれども、高い場所というのを日ごろから、

ここは高いところだというのを認識していただければ、いち早くそういったところへも可能で

はないかなと。当然ながら、一時避難所でありますので、当然市としても手をこまねいておる

わけじゃありません。防災、今、公共施設のほうもありますので、そういった状況の中で対応

していく、せざるを得ないのかなというふうには思っています。 

 それで、私立高校もあるんですけれども、先ほど申し上げました民間施設の中に入っており

ません。そこも３階だったのかな、できればそういったところもお願いをしていきたいなとい

う考えは、一方では思っております。 

○５番（下村一郎君） 

 これは、具体的な想定をずうっと考えていった場合に、どれぐらい避難所に入るのかという

こともある程度固まってまいります。そこで、こういうようなことが言えるわけです。また、

あちこちで地域のハザードマップをつくっておられる、これは具体的に歩かれて、水が来た場

合にどうなるのかというふうなことで見ておられるところがあるわけですけれども、やはり避

難所は地域ごとに指定をして、それで安全な経路を避難するという形にして訓練をしないと、

スムーズに安全に避難することはできないという声があります。そういう面で、実際に市民が

避難できるように、避難所の指定をすべきではないかという、つまり訓練もできないので、指

定してどこへでもいいですよ、行ってくださいというやり方では困るんではないかという声も

あるんですけれども、見解をお伺いしたいと思います。 

○総務部長（石原 光君） 

 そこを指定して、その地域の皆さんがそこを避難所だということで訓練ということは、一つ

の手法としては大事ではないかという、そんな捉え方もできるわけですけれども、ただ、いざ

災害があった場合に、今、愛西市の中に53カ所あるわけですけれども、今議員が申しされた話

があります。私はどこへ行ったらいいんですか、この町内に避難所があるというか、そこしか

行けないんですかという問い合わせもあります。そうじゃないですよと、それは、近い避難所

どこでもいいですよというようなお話も一応しておりますので、かえって恐らく訓練という形

でやられるのは結構だと思うんですけれども、それを市のほうからここだということはちょっ

と、もし災害があった場合には、やっぱり近い避難所に行っていただくのが大前提であります

ので、ちょっとそこまで市のほうからここということは言いにくいといいますか、そういった

方法をとるというのはちょっとできません。 

○５番（下村一郎君） 

 その人がどこにおるかによって違うんですよね。これは、はっきり言うとそういうことが言

えるんですが、一般的にはここへ避難してください、あるいはここへ避難したほうがいいです

よということは言えるということは、言っておくべきだというふうに思います。 

 さっき言ったように避難訓練をする場合は、やっぱりそういうふうな形でしないと安全な避

難ができないという面があるので、そういうことはちょっと考えていっていただきたいなと思
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います。 

 市民の皆さんが安全に、浸水した場合に避難をするということで、そういう意味では町内会

や自主防災組織がみずから地域を歩いて、危険箇所のチェックを行うとともに、安全な避難経

路の確認を行うことなど、地域のハザードマップをつくるということが非常に重要になってき

ているんではないかなと、特にこの永和学区はというふうに思うんですよね。 

 先ごろ大野町では、県の政策の一環として水プロジェクト、みずからプログラム、大雨が降

ったらどうするという手づくりハザードマップをつくる取り組みを行ったというふうに聞いて

おります。これは、ちょっと僕焼いてきましたけれども、ホームページからとって、細かいこ

とをいろいろマニュアルが載っておりまして、なかなかおもしろいんですよね。おもしろいと

いう言い方は失礼ですけれども、意味があるんですよね。大野町の場合は、子ども会を中心に

やられているというふうに聞いております。もちろん、大野議員が先頭を切って参加されたと

いうふうにも聞いておるんですけれども、大野議員の地元でやられたということは聞いておる

んですけれども、この手づくりのハザードマップをつくる取り組みは、大野町の場合では、防

災ＮＰＯの援助を得て地域を歩いてつくっていると。これは、やっぱり実際に歩いているわけ

ですから非常に意味があると。歩いてみると、ああ、ここ危ない、ここはちょっと何とかして

迂回しなくちゃいかんとかというようなお話で、できたのかできないのかはわかりませんが、

ハザードマップも近々できるというふうに聞いておりましたけれども、この大野町の子ども会

を中心に行われたハザードマップづくりですね、これについて、市当局は御存じですか。また、

御存じだったら、どのように評価されていますか、お伺いします。 

○総務部長（石原 光君） 

 よく承知しております。大野議員という話も出ましたけれども、総代さんのほうからも一応

積極的にやってみたいというお話がありまして、市としてもバックアップをさせていただきま

した。 

 それで、議員申しされましたように、本年度、24年度実施をしておみえになります。これは、

みずから守るプログラムという手づくりのハザードマップ作成支援事業であります。それで、

これまで愛知県の河川課が実施をしておりまして、やはり大雨に対する防災事業として手づく

りのハザードマップをつくると。これに対して県のほうから支援金が出るというものでありま

す。そして、実際そのノウハウというのはＮＰＯ法人が手助けをするというような仕組みで地

域がつくり上げていくというものなんですね。 

 ですから、先ほどの避難所の指定の話じゃありませんけれども、取り組みに対して、当然市

も積極的にバックアップしていくつもりでおりますし、今後もしていくつもりでいます。これ

が、一つのモデル的な、手づくりの本当の町内会としての、１つのハザードマップ的なものが

ありますので、これがほかの自主防とか、町内のほうへどんどん広がっていくことによって、

そういった防災意識の高揚とか、みずからの避難所、避難経路というものが確立されるという

ことで、非常に有効な事業ではないかなという捉え方をしておりますので、これからほかの地

区もあれば、市としても全面的にバックアップしていきたいなというふうに思っています。 
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○５番（下村一郎君） 

 県のホームページなどを見ますと、愛知県のたくさんの市で実施をされているようで、県で

発表会もやられておると、その活動の。これは、愛西市の場合はなかなか自主防災組織がみず

から動いていくというような、また地域を歩いて危険箇所なんかも点検するというようなこと

についてはやられてこなかったという面で、今回大野町が真野議員などの防災ＮＰＯの援助を

得てやられてきたということで物すごい意味のある、愛西市で初めてですから意味があるかな

という気はするんですよ。そういう面で、これはやっぱりこういう方向性をそれぞれの地域で

生かして防災マップをつくったり、地域を回ったりするというような活動が推進されていくと、

非常にこの愛西市の防災体制の強化になるんではないかなという気がするんですよね。 

 ある永和学区の方から、ぜひこの避難マニュアル、実際にはこういうふうにしてハザードマ

ップをつくったり、地域のこういうふうに避難をしていくんだというようなものを、この手づ

くりハザードマップにも相当いろんなことが載っておりまして詳しく書いてありますが、ぜひ

愛西市として自主防災組織や町内会などに避難マニュアル的なものをつくって、あるいは名前

はどうでもいいんですけれども、そういうようなことでつくって普及をしていくということが

必要ではないかというふうに１つは思いますもんで、その点についての見解をお伺いすると。 

 それから、もう１つは、やっぱり我々の頭が変わらないと、この自主防災組織そのものも大

きく発展していかないというようなことがあるんで、できたら自主防災組織が全部でき上がっ

たころを見計らって、こういうような、例えば大野町の経験などについても、皆さんに知って

もらって、例えばこうやってできるんですよという話もして、活動を強化していけるようにし

ていってはどうかなと思いますが、この２点についての見解をお伺いします。 

○総務部長（石原 光君） 

 避難マニュアル、確かに先ほど申し上げましたように、大野町さんが取り組まれたマップで

すね。まだ私自身も見ていないんですけれども、いろいろお話を聞いていますと非常にいいも

のじゃないかなあと。議員がおっしゃるように、これがどんどん広がって、本当に行政だけじ

ゃなくて、地域内でそういうものを作成されれば、非常にやっぱり防災意識も高まってくるん

じゃないかなというふうに思っています。 

 それから、避難マニュアルの関係でありますけれども、自主防災組織については、自主防災

活動マニュアルというものも既につくっておりますし、それぞれのいろんなマップの中には最

低限といいますか、非常持ち出し袋、こういった行動をしてくださいというマニュアル的なも

のも書いてありますので、当面はそういったものを踏襲していただきたいと。ただ、先ほど申

されていますように、大野町さんの今回取り組まれた、いわゆるハザードマップですね。町内

が独自でつくり上げたというものは、どんどん自主防、あるいは総代さんのほうへＰＲしてい

きたいなというふうに思っています。 

 そして、最後に、もうあと数カ所ぐらいで立田も全域自主防も整備されるような状況になっ

てきています。できれば、以前にも話がありましたように、愛西市の防災組織が全域整備され

た暁には、そういった一つの連絡協議会といいますか、そういった体制づくりも必要なのかな
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と、それには佐屋地区なら佐屋地区の連絡協議会、立田地区の連絡協議会、八開さんの連絡協

議会、その中でいろんな情報交換的なものができれば一番ベストかなあというふうには思って

います。 

 ですから、今後そういった体制づくりというのは当然必要なことに考えておりますし、そう

いった場でそういった情報提供、情報交換の場がどんどんやっていけば、防災強化につながる、

あるいは減災につながるというふうに考えておりますので、そういった仕組みづくりも今後前

向きに考えていきたいというふうに思っています。 

○５番（下村一郎君） 

 この大野町の活動については、ぜひ重要な活動として、広報などでも大きく取り上げていた

だくといいんではないかなあという気はします。 

 今後、続いて行うところが出てくれば出てくるほどありがたいわけですので、現在は手づく

りハザードマップをつくっておられる県のほうの補助というんですか、これはＮＰＯがかかわ

ってやってもらえると一定の金額が出るそうですので、これはそういうような形でしっかり頑

張ってもらって、あちこちの愛西市内でやってもらうようにできれば、一番いいわけでありま

すので、ぜひとも進めていただきたいということをお願いしまして質問を終わります。 

○議長（加賀 博君） 

 ５番議員の質問を終わります。 

 ここで休憩をとらせていただきます。再開は４時20分といたします。 

午後４時10分 休憩 

午後４時20分 再開 

○議長（加賀 博君） 

 休憩を解きまして、会議を再開いたします。 

 次に、通告順位７番の24番・中村文子議員の質問を許可いたします。 

○２４番（中村文子君） 

 午前中の市長様の来期の出馬について質問で、来期は出馬をしないということを聞いて大変

残念に思います。この２期で市長さんの残されました足跡は非常に大きなものがあり、後世に

受け継いでいかれることでしょう。健康に留意されますよう祈念いたしております。 

 さて、2012年も余すところあと半月余りとなりました。山中伸弥教授のノーベル賞受賞、あ

るいは中央自動車道笹子トンネル崩落事故など、悲喜こもごもの１年が過ぎようとしておりま

す。また、12月４日に公示された衆議院選も、あと３日で結果が出ます。政治の流れが気にな

るところでありますが、一段と慌ただしさが感じられます。 

 毎年のことながら、年末を控え、交通事故や犯罪もふえてまいります。ことしもまた、愛知

県における交通事故は多発しており、３月30日以降、交通事故による死亡者は全国ワーストワ

ンを記録しております。このため、愛知県知事は10月４日より交通事故多発緊急事態宣言を発

令されましたが、依然として事故の発生に歯どめがかからず、宣言の延長は12月31日までとさ

れました。 
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 愛西市女性交通安全友の会では、11月28日にウィルあいちで行われた交通安全緊急総決起大

会に参加しました。その折に、県知事さんからのお話の中で、来年に向けて事故のさらなる増

加が心配される。皆が心を一つにして交通安全に取り組み、笑顔で新年が迎えられるよう、全

力で頑張っていくという旨の挨拶がされました。また、11月30日には年末県民運動の出発式の

式典及びパレードが愛知県庁前で早朝より行われ、啓発活動にも参加してまいりました。 

 当愛西市においては、11月23日に「安心安全なまちづくり市民大会」が文化会館で開催され、

多くの市民が参加しました。その中で、市内の各小学校の生徒さんから募集したみんなの願い

小学生の安心・安全標語の作品発表がありました。ことしの壇上での発表は、立田北部小学校

と立田南部小学校の１年生から６年生までの生徒さんにより、自分はなぜこの標語をつくった

のかという意見を添えて、皆立派に意見発表をされ、感動いたしました。こうした意見を、大

人になって、ドライバーになったときにも忘れることなく、守ってもらいたいものです。事故

のない本当の明るい住みよい愛西市になることを願うものであります。 

 交通事故だけでなく、津島警察署管内における犯罪、すなわち空き巣、忍び込み、車上狙い、

現金・カーナビなどの犯罪件数も報告がありましたが、3,012件のうち、２割の608件が愛西市

で発生しているという報告を聞きまして、犯罪の多さに非常に驚いたようなことでございます。 

 先日も、私の住む地元の遊園地で火遊びをする児童があったり、また近くの大きなスーパー

の敷地内でも火遊びをした形跡があると通報を受けました。 

 今議会の市長招集挨拶にも、関係機関と連携して事故防止に努めたいと述べられましたが、

具体的にはどんな対策を立てられるつもりなのか、お聞かせください。 

 一向に減らないこうした犯罪や交通事故を未然に防ぐため、防犯灯の設置というのも非常に

大切ですけれども、青色回転灯装備車、すなわち青パトによる活動を促進してはどうですか。

当愛西市にも青パトがあると思いますが、この青パトの稼働状況をお知らせください。 

 ２つ目には、八開診療所についてお尋ねします。 

 このたび、診療所の医師がかわられたように聞きましたが、この診療所はいつごろから始ま

ったのか。そして、またこの診療所の利用者は月に何人くらい、１日にすると何人くらいの受

診者があるでしょうか。 

 あとは自席からお尋ねしますので、よろしくお願いいたします。 

○総務部長（石原 光君） 

 それでは、まず１点目の防犯対策の御質問でございますけれども、先ほど議員のほうから申

されましたように、犯罪件数としては608件、これは平成24年１月から10月までの数字、これ

についてはよく承知をしております。 

 それで、どんな各関係機関との連携というお話でございますけれども、特に防犯、交通安全

もそうでありますけれども、警察署との連携というのは当然重要になってきます。それから、

市で組織しております防犯協会、それから学校関係、あるいはボランティアでやっていただい

ておりますスクールガード、それから今、議員が申されました女性友の会ですね。やっぱり皆

さん方の協力がないことには、こういった犯罪というのはやっぱり減っていかないだろうと。
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当然、行政としても啓発といいますか、各家庭においてそういった意識を高めていただくよう

な啓発活動は進めてまいるつもりでおりますけれども、先ほど申し上げました行政でできない

関係機関との協力というのは、大前提でなかろうかなあというふうに思っております。 

 それから、青パトの稼働の状況でございますけれども、一応１週間の行程の中でちょっとお

話をさせていただきたいというふうに思っております。 

 まず、月曜日は佐屋地区を中心に巡回をしております。それから、火曜日は佐織地区、木曜

日は八開地区、金曜日は立田地区ということで、それぞれの庁舎を拠点にして市内を巡回して

いるというのが現状でございます。時間帯におきましては、午前９時から午後５時をめどとし

て、そういったような市内の巡回を今現状行っているというのが実情でございます。以上です。 

○市民生活部長（五島直和君） 

 私のほうから、診療所はいつごろからかという点を、まず１点お答えさせていただきます。 

 診療所の開設の経緯でお答えさせていただきますと、現在の施設パンフレットに経緯が記載

されておりまして、それによりますと、大正10年から神野康済会が建築・運営していた施設を、

昭和27年に八開村が住民の利便性と健康保持増進のために購入され、診療所として開設をされ

ました。その後、昭和53年に改築をいたしまして、さらには御承知のように平成16年５月に少

し離れた南側の現在の場所に新たに診療棟を建設され、現在に至っております。 

 また、２点目の受診者の件でございますが、平成23年度の年間を通じての件数で御報告させ

ていただきます。まず、年間の延べ件数が１万301件あります。開業日数が295日でございます。

それを割り返しいたしますと、１日当たり約35名程度であります。これには、健診とか予防接

種等の数は含まれてございませんのでよろしくお願いします。 

○２４番（中村文子君） 

 ありがとうございました。 

 この青パトに関しましては、平成16年12月１日から、一定の要件を満たした車両に青色回転

灯を装着することというのが認められまして、全国的に見ても非常に多くの自治体やボランテ

ィア団体の皆さんが活動を続けて、すばらしい成果を上げています。2012年10月17日現在では、

日本全国で４万台を超える青パトが活躍し、犯罪防止、事故防止に努めております。愛知県で

は、21年11月31日現在ですけれども、503団体、2,176人が活動しておるようでございます。 

 今答弁にありましたけれども、私は今までにこの愛西市内で青パトが巡回しているのを余り

見かけたことがありませんけれども、今聞いておりますと、それぞれの地区を回って曜日を決

めて、これはパトロールをしているということで受けとめてよろしいんでしょうか。このパト

ロールは、誰が運転してみえるのでしょうか。 

 ちょっと私が聞きましたところ、朝この役所へ来て、それから今言われた月曜日は佐屋地区、

火曜日は佐織地区というところへ行って、その地区で朝の９時からずうっと１日その地区をパ

トロールしておるのか。あるいは、その役所で詰めて、何かそこの役所の中で事務をしておる

のか、防犯に関する仕事をしてみえるのか知りませんけれども、何かそんなように聞いた記憶

があるんですが違っているんでしょうかね。それであれば、青パトというのは、ほとんど役所
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にとめてある時間帯のほうが多いように記憶するんですね。それでなきゃ、私たちももっとこ

の青パトを、これだけの毎週、週に１回にしたって巡回しておるのであれば、もっと私たちも

見かけるはずです。あるいは、スクールガードしながらでも見かけると思うんですが、ほとん

ど見かけたことがありません。ちょっと聞いたところですと、この青パトは何もない、要する

に平常時に巡回してこそ、初めてこの青パトとしての効果があると思われるのに、今の役所に

とめたままで、緊急事態が発生したときにだけ青パトの出動というのは、何のための青パトか

わかりません。先日も夜、隣のまちを車で走っておりましたが、青パトが巡回しているのに会

いましたけれど、愛西市ではどうでしょうかね。 

 近隣市町村の青パトの所有台数、並びにボランティア団体、あるいは活動人数など、わかっ

たら教えてください。 

○総務部長（石原 光君） 

 今、議員のほうから、そのような状況についてお話を受けたわけでありますけれども、先ほ

ど私が申し上げました巡回については、先ほど申し上げたとおり曜日でそれぞれの庁舎に行っ

ていると。当然、今お話がございましたように、１日中そこをぐるぐる回っておるという状況

ばかりではありません。確かに、議員から今お話ございましたように、その庁舎の中で相談業

務といいますか、そういった一応業務にも従事しておるのも事実でございます。 

 そして、青パトといいますのは、当然くるくる青い回転灯を回して走るということになりま

すと、少なくとも２名乗車をしなければなりません。それで、今私どもの一応状況としては、

地域安全相談員、警察のＯＢでありますけれども、この方が１名で、通常は青パトというのは

回転灯を回していない状況でありますので、１つは公用車的な、そんな捉え方も一部では持っ

ております。 

 それで、ただ、議員のこの青パトの講習をしていただいたということも聞いております。た

だ、職員だけで、例えば今２名、常時そのパトロールカーに乗せて市内を巡回する、ちょっと

職員の人数的な対応がちょっと難しいということも考えておりますので、現状としては困難で

あります。ですけれども、今後、今御指摘のようなお話もありましたので、やはりその青パト

を有効に活用した中で、できる限り市内を巡回できるような体制づくりといいますか、できれ

ば、例えば水曜日は今あいていますので、そういった女性友の会の皆さん方にお願いをすると

か、そういった取り組みも一つではなかろうかなということも思っておりますので、今後また

御相談申し上げたいなというのを思っています。 

 それから、近隣市町村の青パトの台数とボランティアの状況でありますけれども、お隣の津

島市におきましては、市の保有が１台、そして「暁」というボランティア団体が６台、一応保

有をしてみえます。構成員の関係も御質問が出ましたけれども、この「暁」というボランティ

ア団体につきましては、津島署、蟹江署から直接委嘱をされておるような状況でありますので、

ちょっとその辺の詳細はわかりかねます。また、後ほどその辺の数字的なものはきちっと捉え

たいというふうには思っています。 

 それから、あま市が市の保有が２台で、それからボランティア団体が２団体ありまして、
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「あんず」というボランティア団体の、これは七宝地区でありますが、ここが３台、それから

「すみれ」というボランティア団体は２台所有しております。これは美和地区であります。あ

んずが34人で、すみれが33人の構成員ということを聞いております。 

 それから、大治町でございますが、大治町の町の保有が10台、それからボランティア団体、

「白ゆり」という団体が１団体ありまして、そこが９台保有をしてみえるそうです。白ゆりは

30人の構成員がお見えになるという状況でございます。以上であります。 

○２４番（中村文子君） 

 近隣では、随分、例えば今、大治町あたりだと、市で既に10台も持っておるということです

ね。それから、ボランティアでも随分活躍して台数もたくさん持ってみえるということでござ

いますが、愛西市ではないんですね、多分。今そういうふうで移動する手段に使ってみえると

いうことですので、青パトは常に２人の乗務員がないと回れないということですので、この青

色防犯パトロール活動は、とにかく人目につきやすいということで、犯人を寄せつけない、機

動力を生かした広範囲な警戒ができる。それから、住民意識の防犯意識が高揚されるというよ

うな、非常に特質があることから、防犯活動に極めて有効であると言われております。このよ

うな青パトによるパトロールは、こうした犯罪を防ぐだけじゃなくて、空き巣、不審者、ひっ

たくりなどの防止、それから先ほどの子供の登下校時のパトロールなど、まちづくりの一環と

して、この青パトの出動の強化を図ってほしい。 

 数年前ですけれども、永和台の団地に空き巣という被害が非常に多く発生したことがありま

したが、あのときは広報車で回って啓発したように記憶しておりますが、そんなようなときで

も青パトがあったらなあという思いはありますが、もっと強化を図ってほしいと思いますが、

どうでしょうか。 

○総務部長（石原 光君） 

 今、御指摘をいただきましたので、特に女性の友の会の皆さん方も、一応その青パトの講習

を議員初め受けていただいておりますので、できる限り、台数は私どもは１台しかございませ

んけれども、今申されましたように、もうちょっと防犯的な強化、それは抑止につながるとい

うこともありますので、その辺を十分今後検討したいというふうに考えております。以上です。 

○２４番（中村文子君） 

 青パトは、例えば私なら私の車を警察にナンバー登録をすれば、あとはパトロールするとき

にぽんと上にパトロールの青いのを乗せればできるということですけれども、今この大治なん

かでも、市でもこんなにたくさん持っていらっしゃるんですね。愛西市もこんなに防犯の犯罪

件数が多いのであれば、もっとやっていただきたいと思います。こうした青パトのパトロール

というのは、やはり継続的に行われることが大切でございます。 

 今言いました、この一般の車両では、所有者の事情で日数や時間が限定されるために、専用

車が必要であることというのが必要条件として上げられます。こうしたことから、日本財団で

は、軽自動車ですけれども、年間30台程度の青パト購入資金の助成というのがあります。2008

年から2011年までに、既に100台を超える助成をしております。平成24年３月17日には、日本
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財団全国青パトフォーラムというのも開催されまして、幾つかの活動事例発表もされました。

この日本財団における助成を受けるパトロールカーは、要するに警察の車両と似た白黒塗りの

ように私は記憶しております。 

 この青パトではありませんけれど、鹿児島では市電に青色回転灯をつけて、青パト電車とい

うものを2017年の10月まで運行しております。高齢者を狙った振り込め詐欺や、自転車の２重

ロックなど、市民の防犯意識の向上と犯罪抑止につなげています。また、どなたか鹿児島へお

いでの節は、ぜひ見てきていただきたいと思います。 

 こうした青パトには助成があることを、広報紙などにボランティア募集とか何かで掲載して

はどうでしょうか。あるいは、この今の愛西市で専用の青パトは、先ほどの話だと公用車とし

て使い、あいているときにだけ青パトとして使うということではなくて、一遍市で購入しては

どうでしょうか、できませんかね。警視庁では、こうした犯罪を未然に防ぐために、警視庁の

ほうでも都内のパトロールの一部を民間に委託することによって、深夜の時間帯の警備などの

強化を図っておるそうでございます。 

 私どももあれですけれども、必要条件の一つに、青色防犯パトロールに必要な数の講習受講

者が確保されていることとありますけれども、市内では、私も受講して免許は持っております

けれども、一体市内では何人がこの青パトの講習会を受講されましたか、お尋ねします。 

○総務部長（石原 光君） 

 まず、当然ながら青パトが走れば一つは犯罪の抑止につながるということは重々承知をして

おります。ただ、総体的に青パトのみならず、先ほど議員が申されましたように、総代さんと

か、地区のいろんな団体もある中で、やっぱり総体的にこういった意識というものを高めてい

く必要があるというふうに思っています。 

 そして、今先ほど申されました日本財団の青パトの購入助成、申しわけありません、私ちょ

っと承知をしていなかったもんですから、一度ちょっとそれについては勉強させてください。 

 それと、市で購入できるかということにつきましては、今これは即時、じゃあ何台購入しま

すということはちょっと申し上げることはできませんので、これも将来の課題ということで位

置づけさせてください。 

 そして、先ほど申されました市内など受講者数の関係でありますけれども、安全対策課職員、

これは嘱託員と言いまして、安全対策課の職員が８名受講しております。そして、先ほど来、

中村議員申されましたように、議員も受講していただきました。女性交通安全友の会６名の方

が受講されておりまして、市内では14名という受講者ということで捉えております。 

○２４番（中村文子君） 

 10月31日でしたね、私を含め５人の女性交通安全友の会が青パトの講習会に参加しました。

この青パト講習会というのは２年ごとの更新で、私ども今度で３度目の更新を受けました。だ

から、以前１回目の更新のときにも、せっかく講習を受けたのだから、私たちにも青パトが回

るときには声をかけてくださいと常に申しておりましたが、その後一向に何の連絡もないまま

今日に至っておりますが、どうなっておるんでしょうかね。 
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 私ども、一般の人が市の中を借りてパトロールする、今の公用車を、だから私どもはもう６

人でこれを回れというのは非常にまた酷な話でありますので、もっと青パトの講習を宣伝して、

もっと受ける人数をふやせば定期的に、これは警察のほうへ届けも要りますので、何月何日と

いうか、何曜日にどこを回るとかという、そういう警察のほうへ届けも要りますので、６人が

しょっちゅう回るということはとても、６人ということは２人体制で３回分しかありませんけ

れども、そこへまた役所の人が入るというのは、これはまた役所の仕事があって無理だという

ことで、例えば仕事が終わった夜間とか、あるいはその役所にとめてある間、そういうときに

声かけをしていただいてパトロールに回るとか、あるいはまた別の、今言ったような日本財団

によるそのような青パトのパトカーですね。そんなようなものがあれば、できるんではないか

と思います。 

 要するに、例えば私どもの車で青パト登録をしても、あるいはガソリン代の問題とか、それ

から事故が起こった場合とか、そういうような問題が出てきますので、でき得ればボランティ

アですので、今のそういった要するに公用車の貸し出しということになってくると思うんです

けれども、そういうことはできますか。 

○総務部長（石原 光君） 

 まず、おわびを申し上げます。３回の更新の中で１回もお話がなかったと。申しわけありま

せん。おわびを申し上げます。それで、決して意図的にそういった形をとったわけではないと

いうふうに私は思っております。 

 ただ、今議員のほうから御提案いただきました。週の中でも水曜日が一応あいていますので、

当然ながら今後講習を受けてくださいよと、人数を確保するということは、今後ＰＲ、警察の

ほうとも連携をとった中で、ほかの団体は30人というボランティア団体もお見えになりますの

で、そんなような人数の確保というものもやっぱり今後進めていきたいなあと。 

 そしてもう１つ、今１台しか保有をしておりませんけれども、これも先ほど申し上げました

水曜日が一応あいていますので、そんな時間帯に貸し出しができたらなあと。これは、当然保

険等の関係もありますので、その辺も一応調整がとれましたら、また会長さんのほうにもお話

を申し上げて、１日でもそういう巡回をしていただくことができることがあるならば活動して

いただくことも一つの方法ではないかあというふうに思っておりますので、ちょっとこれにつ

いてもよく検討させてください。よろしくお願いします。 

○２４番（中村文子君） 

 検討してください。今のところ、だから公用車の貸し出し規定は入っていないんですね。わ

かりました。なるべく善処してくださるようにお願いいたします。 

 児童・生徒の登下校時に、要するにパトロールするスクールガード、見守り隊ですけれども、

これは市内の老人クラブを初めとして、いろんなボランティア団体があると思うんですが、ボ

ランティア団体は幾つぐらいあるでしょうか。また、人数的にはどうですか。事故情報などは

ありませんか。またこれを学校別にわかれば教えてください。子ども110番への駆け込み件数

などありましたら、教えてください。 
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 こういったときにも、先ほどの青パトの活動の場がありますので、よろしくお願いします。 

○教育部長（水谷 勇君） 

 スクールガードの関係でございますが、学区別にというお尋ねですが、各小学校区に１団体

ずつありまして、佐屋小学校区におきましては４団体あります。団体合わせて15団体の状況で

す。人数といたしましては、1,096名の方の御協力をいただいておるところでございます。 

 また、子ども110番への駆け込み件数でございますが、今年度はございませんでした。ただ、

過去には子供たちがトイレを借りたり、また途中で転んだというようなことで自宅へ電話をし

たいということで御相談申し上げたという事例は聞いております。以上です。 

○２４番（中村文子君） 

 今、ボランティア団体は佐屋小学校だけしかわかりませんか。 

○教育部長（水谷 勇君） 

 佐屋小学校の４団体の団体名を申し上げます。 

 佐屋小学校では、稲葉老人会、北一色リュウホウ会、それからワンパクパトロール隊、それ

から愛西市女性交通安全友の会の４団体でございます。 

○２４番（中村文子君） 

 あとの学校、学校別にわかればということで私はお願いしておいたんですが。 

○教育部長（水谷 勇君） 

 済みません。答弁の仕方が悪かったです。 

 各小学校区12校区ありますけど、全ての学校に１団体ずつございます。そして、佐屋小は、

そのうち４団体ございます。以上です。 

○２４番（中村文子君） 

 それならそれで、わかりました。 

 こうしたボランティアの皆さんの見回りのおかげで児童・生徒は大した事故もなく、大変結

構なことだと思います。ボランティアの方には大変御苦労をおかけしておりますが、今後も引

き続き頑張っていただきたいと思います。 

 また、先ほどお話にもありました、市には防犯協会というのがあるはずですけれども、この

防犯協会はどのような活動をしておりますか、お尋ねいたします。 

○総務部長（石原 光君） 

 主たる一応活動というのは、啓発活動が主であります。年１回、皆さん一応寄っていただき

まして、年末の街頭啓発を実施しております。ですけれども、年１回と言えども、必要に応じ

て招集をさせていただくケースも出ておりますので、そういったような状況をケース・ケース

で対応させていただいておるのが現状でございます。 

○２４番（中村文子君） 

 もし青パトがもっとたくさん人数がふえるようなことであれば、この防犯協会の方にも御協

力ができるかと思います。 

 また、まちづくり市民大会のときに話が出ました、もっとみんなで門灯をという話がありま
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した。きょうの中日新聞にも津島警察署が、タレントの大東めぐみさんによって３Ｍ運動の啓

発キャンペーンがなされた記事がありました。３Ｍというのはこれですね。もっとみんなで門

灯をという３Ｍ運動、私も認識不足で申しわけありませんが、これが以前、広報と一緒に配布

されたと聞きましたけれども、何かいまいちちょっとわかりにくいチラシだと思います。愛西

市単独で何かできたらと思いますが、要するにセンサーライトですね。このセンサーライトの

普及に関しては、どのように思われるでしょうか。市民の防犯意識の高揚を図る具体的な対策

はあるでしょうか。 

○総務部長（石原 光君） 

 まず１つ、お断りをさせていただきます。この今議員がチラシ、９月の広報に一応折り込み

で各世帯に配布をさせていただきました。それで、これは市がつくったものではありません。

これは、津島警察署と津島防犯協会連絡協議会が作成をされまして、これを市内各戸に配布を

させてもらったというものであります。 

 それで、センサーライトの関係でありますけれども、その中で３Ｍ運動でまちを明るくと、

その１つの中でセンサーライト、あるいは門灯、玄関灯、そういったことが内容的には記載を

されております。それで、実際の設置につきましては、恐らく議員さん各家庭そうであります

けれども、門灯にしろ、あるいはセンサーライトも取りつけておみえになる方もお見えになる

と思います。これは、やはり各御家庭の判断に委ねるしかないかなあというふうに考えており

ます。 

○２４番（中村文子君） 

 こうしたセンサーライトも非常に効果があるように、そのかわり猫が通っても光がつくんで

すけれども、門灯を一晩中つけておくよりも、こうしたセンサーライトのほうが電気代が安く

なるんじゃないかなと思いますけれども、よろしくお願いいたします。 

 こうした安心安全なまちづくり市民大会の宣言文の中に、この間やりましたパンフレットで

すね。ここの中に、「私たちは家庭・地域から交通事故を起こさない、犯罪を起こさせない環

境づくりに努めます」とあります。市長さん、宣言されたんですね。実行にぜひ移していただ

きたいと思います。 

 私、今回青パトについて一般質問をするに当たりまして、周りの人に尋ねたところ、大変い

いことだからぜひ実行してください、お手伝いもさせていただきますよと言ってくださる人も

ありました。市長さん、どう思われますか。残された数カ月ではありますけれども、最後まで

頑張ってくださるよう、よろしくお願いいたします。 

○議長（加賀 博君） 

 ここでお諮りいたします。本日の会議時間は議事の都合により、会議規則第８条第２項の規

定に基づき会議を延長したいと思います。これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

 御異議なしと認めます。よって、本日の会議時間を延長することに決定いたしました。 

○市長（八木忠男君） 
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 中村議員さんの御質問、あと残りわずかということですが、９月議会、石崎議員に答弁しま

した。与えられた任期を精いっぱい努めさせていただく、当然のことでありますけれども、今

防犯や交通事故のことも大会の折にもお話をさせていただきました。いろんな経験やら、そん

な立場も体験をしてきている一人として、本当に地域の防犯やら交通安全対策、地域の人の力

でもって、先ほどの災害のマップじゃありませんけれども、自主防災会の皆さんもその中に、

ある面では入るんじゃないかなと思います。これで、担当が申し上げました自主防災会も来年

２月ごろには全地域で設置がされる旨でありますので、またそうした協議会も通じて、一層Ｐ

Ｒをしてまいりたいと思っております。 

○２４番（中村文子君） 

 市長さん、よろしくお願いいたします。 

 次に、八開診療所についてお尋ねいたします。 

 この診療所、大正10年、随分昔にできた診療所でございますが、以前は佐織にもこうした診

療所があったと聞きましたが、私の学生時代の友人が、ちょうど昭和30年代ごろ、お父さんが

この八開診療所のお医者さんをしてみえまして、私も親友でしたので、このうちへ何度も遊び

に行かせてもらったことがあります。その当時は、お医者さんは住み込みで見えたんですね。

いつからか知りませんが、今では医師は外から通ってみえるようになりました。以来、50年以

上経過した現在では、交通事情もさま変わりをしまして、ほかの市町村へ診察に行かれる住民

もおられると思います。合併して以来、八開以外に住んでみえる人ですが、この八開に診療所

というのがあるんですかということで、まだ知らない人もいます。受診者の多くは、恐らく八

開地区の方だと思いますが、ほかにどういったところから診察に見えますか。診療科目はどう

いう科がありますか。今までに多額の設備投資がされたと思いますが、診療機器としてはどの

ような設備がありますか、お尋ねいたします。 

○市民生活部長（五島直和君） 

 まず、受診者の地域性と申しますか、他地区の関係でございますが、カルテからの拾い出し

でありますので、正確には把握できませんが、23年度の５月の例で申し上げますと、愛西市内

の方が約91％、それ以外は近隣という形で、主なところでございますと、津島市、稲沢市、あ

ま市、弥富市、蟹江町、名古屋市、またお隣の海津市というようなところからお出かけになっ

ておみえになります。 

 診療科目につきましては、現在は内科、外科、小児科、消化器科、呼吸器科、循環器科、放

射線科という７項目を行っております。 

 医療機器につきましては、いろいろありますが、主なものを申し上げさせていただきます。

まず、一般でＣＴと言っております全身用エックス線コンピュータ断層撮影装置、また次に胃

を透視撮影するエックス線の透視撮影装置、また胃カメラといいますが、電子内視鏡システム、

また腹部エコーで超音波診断装置、またエックス線の一般の撮影装置、心電図をはかる器械、

またベッド型のマッサージ器などがございます。 

○２４番（中村文子君） 
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 ありがとうございます。 

 平成22年度から24年度までの診療件数の資料をいただきました。これを見ますと、多いとき

で617件、延べ931人、少ない月で509件、延べ810人、平均して、先ほど答弁いただきましたが

１日35人ほどということですが、この年間を通して診療件数と延べ人数に余り大きな変動はあ

りませんが、これで安定しているのか、この数字を見てどう解釈したらよいでしょうか。この

数字で、人数で多いと見るか、少ないと見るか、あるいはこの診療所の内容からすれば、これ

くらいの受診者数で妥当なのでしょうか。維持管理費も随分かかると思いますが、今のままで

十分維持していけるでしょうか、お尋ねいたします。 

○市民生活部長（五島直和君） 

 受診者の数での解釈でございますが、本来お互いにかかりつけ医を持つ中で、平均的な受診

者はまずございますが、それをどう解釈するかということでございますけれども、こういう数

字であれば妥当というような数字というのはありませんが、基本的には、やはり収入と支出の

バランスというものがございます。そうした中で、現状は基金から繰り入れをして利用してお

ります。そうした中でございますので、受診者数が少しでもふえ、基金を取り崩さずに単年度

で黒字になるというのが本来の理想かと思っております。 

○２４番（中村文子君） 

 わかりました。 

 今、ベッド型のマッサージ器というのがあるとお聞きしましたけれども、今こちらの市の南

部のほうでは整形外科というのは何カ所かありまして、私もたまに通いますけれども、非常に

時間待ちが長いんですね。この八開の診療所に同じようなマッサージ器があれば、もっとこち

らのほうに利用を呼びかけるように、こうした設備があることも知らない住民が多いんじゃな

いでしょうかね。 

 この受診者数でも、いただいた資料の中には住民健診、インフルエンザの数が入っていない

とおっしゃったですかね。そうした住民健診、あるいはインフルエンザでも、なるべく八開地

区の方はこの診療所で受けるようにすれば、もっと受診者数もふえるのでないでしょうか。せ

っかく、こうした立派な診療所もあり、すばらしいお医者さんも見えますので、受診者をふや

すような努力をしてはどうでしょうか。 

 御答弁いただきまして、私の質問を終わります。 

○市民生活部長（五島直和君） 

 まず、前半のマッサージ器、先ほどベッド型マッサージ器と私申し上げました、それの利用

でございますけれども、確かに診療所にございますのは、腰とか首の牽引とか、ローラーを用

いまして背中の筋肉をほぐして血行をよくするという治療器具、要は医師の診察に基づいて必

要な方の治療器具ということで、先ほど議員おっしゃいます整形外科での整形的な治療という

のと若干ちょっと違うのかなあということも思います。ただ、診療所に来ていただいて、医師

に診ていただければ、そのように医師のほうが利用は促せますので、確かに足は運んでいただ

かなければならないということは思っております。ただ、なかなか市内の方に八開診療所はこ
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ういうのがありますよというＰＲというのは、やはりお互い民間の医師さんもございます。そ

ういうところで八開診療所だけ広報を使ってアピールということもなかなか難しいと思います。 

 また、診療所のほうで、先ほど言いました住民健診とかインフルエンザの予防接種、こちら

のほうは現在もやらせていただいておりますが、確かにできるだけそういうのは知っていただ

きたいということは思っております。ですから、今現在でも施設の中に、インフルエンザの予

防接種はたしか予約を行いますというような張り紙があったかと思いますが、他の予防接種、

そういうものもやっていますよということを施設内ではアピールするのはいいと思いますので、

施設内でアピールしていただいて、御家族が来たときに、ここで予防接種もやっていただける

んだということを理解していただいて、家族のほうにそういうことを言っていただくと、そう

いうふうで少しでも利用がふえるというのを期待していきたいと思っております。 

○議長（加賀 博君） 

 これで24番議員の質問を終わります。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

○議長（加賀 博君） 

 ここでお諮りいたします。本日の会議はこの程度にとどめ、散会したいと思います。これに

御異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

 御異議なしと認めます。よって、本日はこれをもって散会とすることに決しました。 

 なお、14日は午前10時より開議し、一般質問を続行いたします。 

 本日はこれをもって散会といたします。御苦労さまでした。 

午後５時08分 散会 

 


